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はじめに

２０１１年１２月１７日，本学において，旭川大学，

小樽商科大学，北星学園大学による３大学４

ゼミ対抗法律討論会が実施され，旭川大学よ

り佐古田真紀子准教授が指導する佐古田ゼミ，

小樽商科大学より南健悟准教授指導の南ゼミ，

そして本学から足立清人准教授指導の足立ゼ

ミと長屋幸世准教授指導の長屋ゼミが参加し

た。この法律討論会は，佐古田准教授による

発案から始まったものであり，旭川大学内で

行われていた法律討論会に端を発し，２０１０年

度は本学において佐古田ゼミと足立ゼミによ

り開催され大学対抗法律討論会となり，昨年

度はそこから更に規模を拡大し実施されたも

のである。

本討論会は，民法上の論点につき，各人の

立場から主張を構成し，討論するという実践

的な法律学教育であり，法的思考力の涵養を

一つの主眼としている。担当教員は法律科目

を専門とする教員であるが，４ゼミ全てが経

済学部または商学部に所属するゼミであるた

め，学生全員が法律学だけを常に集中的に履

修しているわけではなく，法学部のような網

羅的，体系的授業展開の中で学修しているわ

けでもない。したがって，各人の選択により

法律科目の履修状況が異なり，同一ゼミ内に

おける学生であっても，全員が統一的な知識

を有してはいない状況の中で，学生達は，教

員の手助け無しに自らが論点を探り出し１，

各ゼミの立場に応じた法的な主張を構成しな

ければならない。この点，本討論会の実施は，

各大学において「学科」・「コース」として展

開されている法律学教育が，どの様に，ある

いはどの程度機能しているのかをはかる試験

紙であると見ることもできよう。

また，学生達は，必要な作業に対して役割

分担を行い，期日を自己管理しながら，それ

ぞれ主体的に活動することが求められると同

時に，相互に連絡を取りながら全体としての

主張を作り上げていくという作業を行う。こ

れらは，学問的な課題に取り組むためのみな

らず，これから社会において経験するであろ

う仕事に対する基本的な取り組み方と共通す

るものである。このように，討論会を通じて，

学生達の主体的な活動を促し，責任や自覚，

協調性等，社会に出ていくにあたって必要と
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される力，すなわち，社会人基礎力を涵養す

ることも目的の一つである。

以下では，本法律討論会の発展経緯を辿

り，２０１１年度に出題された問題と出題の意図

を紹介する。そして，本討論会に参加した学

生のアンケートを基に実情を明らかにし，法

学部に所属するのではない法律系学科・コー

スにおける法律学教育の効用を検討すると共

に，法律討論会と社会人基礎力の関係性を考

察する。なお，１．は佐古田准教授，２．は南准

教授，３．は長屋准教授，４．は足立准教授が担

当し，５．の各ゼミの意見等は各教員が，その

他の部分については長屋准教授が担当したも

のである。

１．法律討論会開催の経緯

大学対抗法律討論会の始まりは，旭川大学

経済学部において２００６年から始まったゼミ対

抗模擬裁判にさかのぼる。学生が主体的かつ

効果的に法律を学ぶとともに，大学時代に社

会人として求められる力を身につけるにはど

うしたらよいか。特に経済学部であることか

ら，旭川大学においては法律の資格取得を目

指して勉強をする者はまれで，多くが民間企

業に就職していくため，大学としては，いわ

ゆる社会人基礎力の養成を重視している。演

習において，報告形式でレジュメをもとに報

告させて質疑応答を行うのみでは，担当箇所

についての法律の知識を身につけることはで

きても，積極性や行動力，計画立案能力やチー

ムワーク等，勉強以外に社会人として求めら

れる能力を身につけることは難しい。また，

学生は必ずしも元々法律に関心をもっていた

とは限らず，演習での報告への意欲も，法律

に対する興味の有無により大きく異なってい

た。学生の意欲を引き出し，自ら積極的に勉

強したくなるような目標を与えることはでき

ないか。そして学生にチームとして事に当た

らせて，計画段階から全責任を持たせ，結果

も目に見える形で示せるような仕掛け作りが

できないか。何よりも，それらを通じてゼミ

として盛り上げていくことはできないか。そ

のような観点から，当時，旭川大学に赴任し

たばかりの足立清人准教授と相談して始めた

のが，足立ゼミ対佐古田ゼミによる，ゼミ対

抗模擬裁判である。

２００６年１０月末に行われた第１回ゼミ対抗模

擬裁判の開会式では，両ゼミが顔を合わせて

意気込みを語った後，学生に問題を配付し，

抽選で原告・被告を決定して，１ヶ月半にお

よぶ準備期間のスタートが切られた。この準

備期間中，教員の関与は一切禁止するという

のがルールである。チームの力を最大限に発

揮するにはどうしたら良いかを，自分たちの

知恵と能力を振り絞って考えさせるためであ

る。初年度は２年生同士の対決で，まだ２年

生配当の民法を習いはじめて半年程度の学生

達が，試行錯誤しながら準備を進めた。この

とき，問題作成と裁判官役を依頼したのは，

当時の旭川弁護士会会長だった中村元弥弁護

士である。学生達に緊張感をもたせるべく，

敢えて外部の実務家の先生にお願いしたので

あるが，ご多忙にもかかわらず，中村弁護士

は快くお引き受けくださった。準備期間中，

学生達は，負けたくないという思いと，そし

て何より，弁護士の先生の前で法的な主張を

するというプレッシャーの下，時にストレス

と緊張感に押しつぶされそうになりながらも，

彼らなりに一生懸命，文献を集め，わからな

いながらも読み進み，主張を準備書面にまと

めていたようである。

模擬裁判当日は，修習を終えて間もない皆

川岳大弁護士もご同席くださり，中村弁護士

は裁判官時代に着用していた法服をまとって，

旭川大学の模擬裁判法廷に登場してくださっ

た。作成していただいた問題は，Ｘが父親の

遺品である壺を古物商Ｙに売ったが後になっ

てそれが価値のある壺だったことを知った場

合，ＸはＹに対して何らかの主張をすること
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ができるかという問題である。両ゼミは，錯

誤と情報提供義務の観点から主張を繰り広げ

た。討論会当日は，学生主体の討論というよ

り，裁判官役の中村弁護士の質問に両ゼミの

学生が答えていくスタイルで進行した。また

中村弁護士は，争点のみならず，実務家の観

点から，訴状の書き方に始まり，判例の引用

の仕方等の細かな点に至るまで，手を抜くこ

となく大変丁寧にご指導くださった。

翌２００７年の第２回ゼミ対抗模擬裁判も，中

村弁護士，皆川弁護士にお願いし，時効完成

後における連帯保証人による債務の弁済をテー

マにした事案を作成していただき，足立ゼミ

対佐古田ゼミで対戦を行った。前年度参加し

た学生のうちの何人かは，模擬裁判で大いに

刺激を受け，また要領もつかみ，それからの

１年間，とても熱心に法律の勉強に打ちこん

でいた。また，この年の準備期間中は，双方

のゼミとも一致団結してよくまとまり，夜遅

くまでゼミ室の明かりがともっていて，計画

的に役割分担し，論点をめぐる国内の文献の

ほぼすべてを入念に読みこなしていた。討論

会当日は，この年も前年同様，中村弁護士の

質問に両ゼミの学生が答えていく形で進行し

た。学生達にとってはむしろ，ゼミ対抗の討論

会というより，中村弁護士対旭大生という構

図であったかもしれない。そのような緊迫し

た雰囲気の中で，冷静に主張を繰り広げたあ

る学生が，中村弁護士のお褒めの言葉に預かっ

たのは，この上ない自信につながったようで

あった。学生にとって適切な目標ができ，この

ようなゼミ対抗戦を継続することがゼミの伝

統となれば，大きな学習効果が得られること

を実感した。なお対戦結果は，中村弁護士の

ご配慮から，２年連続して引き分けであった。

その後，足立准教授の北星学園大学への転

出，そして私（佐古田）の海外留学により，３

年間，模擬裁判も途絶えていたが，再びゼミ

を担当したのを機に再開したのが，名称を改

めた「大学対抗法律討論会」である。

足立ゼミは，北星学園大学において，判例

研究はもちろんのこと，各種講演会の企画や

社会人基礎力グランプリにも出場する，体育

会系を思わせるマルチな民法ゼミである。対

する佐古田ゼミは人数が少なかったこともあ

り，照準を法律討論会に絞り，法律討論会ま

での約８ヶ月間，地道に判例・文献を読み込

んできた。２０１０年度の大学対抗法律討論会で

は，学生主体の討論にすべく，学生の実力を

よく把握している大学教員に裁判官役をお願

いすることとし，南健悟小樽商科大学准教授

に問題作成と裁判官役を，そして長屋幸世北

星学園大学准教授に裁判官役をお引き受けい

ただいた。Skypeを通じた開会式の後，１
ヶ月半の準備期間を経て，１２月１８日，北星学

園大学において，北星学園大学・足立ゼミ２

年生６名と，旭川大学・佐古田ゼミ２名が対

戦した。出題された問題は，民法１７７条と悪

意の第三者に関する事案である。大量の文献

がある問題で，２年生の実力では読みこなせ

ない部分もあったが，足立ゼミは判例の立場

から，悪意の第三者も１７７条により保護され

ることを主張した上，背信的悪意者に関して

丁寧な判例分析を行い，判例の示す基準から

して当該事案は背信的悪意者には該当しない

ことを主張した。他方，佐古田ゼミは，多く

の学説を読み込み，多角的な理論構成で悪意

者は１７７条の第三者には該当しないことを主

張した。裁判官役の南准教授の適切な指揮の

下，この年の討論会では，双方のゼミの学生

が３時間という時間をめいっぱい使って主張

を展開した。学生が主体となり，内容の濃い，

真剣なやりとりが行われたのである。時に相

手方のレジュメの隙を突くような主張がなさ

れ，それにまたよく反論しており，討論会と

しては予想以上の成功であったと思う。結果

は北星学園大学足立ゼミの勝利であった。討

論会終了後は学内の会場で懇親会が開催され，

両ゼミの学生は，同じ目標を目指して頑張っ

てきた仲間同士，打ち解けて交流を図ること
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ができたようである。別れ際に学生達は，ま

た１年後の再会と対戦を約束し，帰途につい

た。この年から一気にゼミ対抗戦の議論のレ

ベルが上がり，以降，日頃の演習でも手加減

なく，細かな詰めまで要求することの必要性

を，教員も痛感させられる結果となった。敗

退を喫したゼミの学生の悔しさと辛さは予想

以上のものであったためである。

その１年後，２０１０年度に裁判官役を務めて

いただいた長屋准教授と南准教授のゼミを引

き込み，３大学４ゼミ対抗戦という形で対戦

したのが，今回の２０１１年度法律討論会である。

開会式は１１月８日，Skype等を通して３大
学同時に行い，問題の配付と対戦相手の決定，

原告・被告の役割決定がなされた。それから

約１ヶ月半の準備期間中，各大学とも学生間

に生じる様々な問題を乗り越えつつ，学生自

身の手により，ゼミ内の議論の成果が各１通

のレジュメにまとめ上げられた。１２月１２日に

はレジュメの交換が行われ，その後，本番ま

での残された期間で相手方の主張を分析し，

反論をまとめ上げて，いよいよ１２月１７日，北

星学園大学Ｃ１０１教室において３大学４ゼミ

対抗法律討論会の開幕となったのである。

２．問題と出題の意図

（１）問題の紹介

以下では，本討論会における問題と出題意

図について紹介する。

本討論会の問題については，民法とりわけ

総則や債権法からの出題を考えた。旭川大学

経済学部，北星学園大学経済学部，小樽商科

大学商学部といういずれも（学科・コース単

位ではある程度法律に特化しつつも）法学部

ではない学部同士の対抗戦において，法律学

の基本である民法からの問題を据えることで，

いずれの大学・学部においても一通り学習し

ている基本知識の定着を図ったものである。

今回の参加学生の多くは，期末試験等におい

て事例問題を検討する機会はあるものの，具

体的な事例を自らの立場を明らかにしつつ検

討する機会は少ない。今回の討論会の参加の

意義の一つは，今まで，多くの参加学生は，

ある意味で，試験答案で書きやすい内容や，

いわゆる判例通説に従って書くことはあって

も，自らの立場を明確にして検討する機会が

ほとんどなかったことから，自らの立場を明

確にして検討する機会が与えられたことにあ

ると思われる。では，本問の争点を確認し，

どのような筋道を立てて議論すべきであった

のか，ということを簡単に紹介する２。

＜事実の概要＞

平成２３年６月２０日，Ｘは就職も決まり，平

成２４年４月からある会社で働くこととなった。

その際，内定先の会社の従業員から，職場が

非常に不便なところにあるから，自家用車に

よる通勤が便利だと言われ，自家用車を購入

しようと考えた。しかし，Ｘとしては今まで

車に興味がなく，どのような車を購入すれば

良いか，よくわからなかった。そこで，車に

詳しい友人Ａにどのような車が良いか尋ねた

ところ，Ａは「それならば，俺がいい車見つ

けてきてやる」と答えたので，Ａに一切を任

せることとした。車の購入に係る手続等も全

てＡがしてくれるとのことだったので，自分

自身卒論の準備で忙しかった手前，平成２３年

７月１日，購入資金（５０万円）と委任状（別

添書類参照）を手交して，一切を任せた。

そこで，同年２３年８月１日，Ａの以前から

知り合いだったＹのところに，古いが程度も

良く，また手頃な車があることを思い出し，

Ｙ宅に赴いた。しかし，Ｙは不在だったため，

再度連絡したところ「今，ロンドンに来てい

て，当分日本に帰りそうもない。でも，その

車はどうせ使わないから売ってもよいとも思っ

ている。ただ，条件面のこともあって，売る

かは，その条件をこちらである程度決めてか

ら売る」との返答を得た。
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その後，同年８月３０日になって，Ｙの代理

人と名乗るＢがＡのところに来て，売買契約

の締結について交渉を行った。そこで締結さ

れた売買契約は，Ｙが所有する自動車（以下，

本件自動車という）を５０万円で Xに売却す
るという内容のものであった（以下，本件売

買という）。

ところで，Ｙの所有する車種は，最近，テ

レビ等で紹介されたこともあって，中古車市

場において非常に人気のあるものだった。そ

のため，市場価格は１００万円程度にまで高騰

していた。Ａはそのことを知りながら，本件

自動車を購入し，あわよくば，そのまま転売

してしまおうと考えていた。

Ｘ代理人Ａとして，またＹ代理人Ｂとして，

本件売買契約をした際，当該自動車が最近人

気で，高値で売却できるということから，Ａ

がＢに冗談めかして「この車を購入した後，

Ｘに渡さずに，別の人に転売した方がもうか

るよね」と話したり，Ｘに車を引き渡すのを

来年の３月にする旨述べたり，また，自動車

の名義変更に伴う手続には旧所有者（Ｙ）と

新所有者（Ｘ）が陸運局に出向くことになる

が，Ａは旧所有者に手間をかけさせたくない

との理由を述べて，売主Ｙの委任状を作成し

てもらった。また，Ｂは領収書を作成する際，

Ａが不要である旨伝えたので，それに従って，

作成しなかった。そして，Ａは自動車代金５０

万円をＢに支払った。その後，Ｂは受け取っ

た５０万円をＹの銀行口座に入金した。

ところが，平成２３年９月３０日，Ａは本件自

動車を中古車販売業Ｃ社に転売し，１００万円

を受け取り，その後ＸはＡと連絡が取れなく

なってしまった。Ｘは本件自動車の購入代金

５０万円を失っただけでなく，本件自動車すら

受け取ることができなくなってしまった。

そこで，ＸはＹに対して，本件売買契約は

無効であることを主張し，支払った５０万円の

返還を求めて，裁判所に提訴した。

＜問題＞

各大学のゼミは，それぞれ割り当てられた

原告（Ｘ）の訴訟代理人，被告（Ｙ）の代理

人として，法的な主張を行いなさい。

なお，Ｘ及びＹは法人又は商人ではなく，

また，Ｂの代理権の成立については当事者双

方に争いがない。

以上のような問題を素材に，各大学・ゼミ

において，原告または被告に分かれて，裁判

形式で主張を行うことが求められる。

本問で問題となっているのは，Ｘ代理人Ａ

としてＹから購入した本件自動車を他に転売

してしまったため，ＸがＹに対して，本件売

買契約を無効とし，支払った５０万円の返還を

求めた事案である。ここで重要な論点は，Ｘ

代理人Ａの代理権の濫用についてである。代

理権の濫用を論点とした理由として，第一に，

民法の代理法の分野において，講義等で扱わ

れる重要論点であること，第二に，小樽商科

大学の南ゼミが会社法を中心に学習している

ということに鑑み，代理権の濫用は代表取締

役の代表権の濫用という論点や取締役会決議

を欠く代表取締役の行為の効力という論点と

も関わっており３，会社法ゼミにとっても重

要な論点であると考えたからである。

（２）争点の確認

改めて，ここで争点を確認する。本問で，

本件売買契約の当事者は，Ｘ（買主）代理人

Ａと，Ｙ（売主）代理人Ｂである。もちろん，

Ａ及びＢに権利義務関係が帰属するのではな

く，法的関係の帰属主体はあくまでＸとＹと

いうことになろう。本問を簡単にまとめると，

Ａが，本件自動車を５０万円でＸを代理して，

Ｙ代理人Ｂから購入した後，Ａが中古車販売

業 C社に転売し，１００万円を受け取った後，
Ｘは連絡が取れなくなってしまったため，Ｙ

に対して，本件売買契約の無効を主張した事

案である。そうすると，本件はＸＹ間の本件
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売買契約が無効であるか否かが争点というこ

とになる。なお，本問を検討するに当たって，

登場人物が多いため，図示等することによっ

て，学生自身がわかりやすく争点を把握する

ことできることが望ましい。

では，Ｘ側が主張する本件売買契約の無効

は何を根拠とすべきか。

ここでは，Ｘ代理人Ａの「代理権の濫用」

という争点に気づくことが重要である。実際

に，事例問題を検討するに当たって，参加学

生の多くは争点に気づくことができない場合

もあるが，多くの事例問題に接することで，

争点の認識を高めることが望まれる４。そう

すると，「代理権の濫用」の問題であると考

えた上で，Ｘ側とＹ側は何を検討しなければ

ならないのだろうか。

Ｘ側は，本件売買契約を無効と主張するの

であるから，代理権の濫用の場合，いわゆる

判例５・通説６に従えば，民法９３条但書の類推

適用の有無が問題となる。したがって，もし，

民法９３条但書を類推適用する立場を採用する

ならば，民法９３条但書が類推適用されるべき

か否かが問題となる。すなわち，本件売買契

約が無効であることを主張するためには，民

法９３条但書を類推適用し，相手方であるＹ代

理人Ｂが，Ａがその代理権を濫用しているこ

とを知り，または知ることができたと主張し

なければならない。他方，Ｙ側の主張として

は，Ｙ代理人Ｂは，Ａが代理権を濫用してい

ることを知らず，かつ知ることもできなかっ

たということを主張することになろう。もち

ろん，当事者にとって有利な主張をすること

が要求される以上，判例・通説がいう民法９３

条但書類推適用説を採用しなければならない

わけではない。では，Ｘ側にとって有利な主

張は何か，Ｙ側にとって有利な主張は何か。

（３）Ｘ側の法的主張について

①無権代理構成による主張

Ｘ側としては，本件売買契約が無効である

ように主張するわけであるから，より無効と

主張しやすい根拠を持ち出す必要がある。そ

うすると，一般的に考えられる最初の主張と

しては，代理権の濫用の場合に，無権代理構

成を採用することであろう。すなわち，代理

人が客観的にはその代理権の範囲内の行為を

するのであるが，本人の利益のためではなく，

代理人自身の利益のためにする行為がなされ

た場合（代理権の濫用事例），代理権の範囲

外の行為であるとして無権代理の問題とする

立場である７。この立場に立脚した場合，相

手方であるＹ側について，民法１１０条が定め

る権限外の行為の表見代理が成立しなければ

保護されない。この立場は，立証責任がＹ側

に課されるため，相手方からは代理人の権限

濫用の意図は分かりにくく８，Ｘ側の保護に

資することになるのである９。したがって，

この立場がＸ側にもっとも有利な主張になる

と考えられる。

②民法９３条但書類推適用説による主張

では，判例・通説が一般的に提唱する民法

９３条但書類推適用説についてはどうか。この

立場からは，Ｙ側がＡの代理権の濫用を知り，

または知ることができた場合には無効となる

から，Ｘ側がＹ側の「知り，または知ること

ができた」ことを主張しなければならない

（上記，無権代理構成とは異なり，Ｘ側に主

張立証責任が課される）。ここにいう「知り，

または知ることができた」こととは何か。一

般的には，相手方が表意者の真意を知ってい

たこと（＝悪意）または知ることができたこ

と（＝知らないことについての過失）と考え

られている１０。したがって，Ｘ側としてはＹ

側が本件売買契約について代理人の濫用を知

り，または知ることができた（悪意または過

失である）ことを主張立証しなければならない。

（４）Ｙ側の法的主張について

①権利濫用・信義則説
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Ｙ側としては，本件売買契約は有効と主張

したいわけであるから，契約を有効としうる

可能性が高くなる法的主張が望まれる。Ｙ側

にとってもっとも有利な法的主張は，いわゆ

る権利濫用・信義則説１１であろう。とりわけ

この見解は，取引の安全を優先し，Ｙに悪意

または重過失がなければ，本件契約は有効と

なり得る。特に，この立場は，会社の代表取

締役が法律上要求される取締役会決議を欠い

たまま独断で取引を行った場合の当該取引の

効力如何という問題においてしばしば主張さ

れる見解でもある１２。

②民法９３条但書類推適用説

もし，Ｙ側の①の主張が認められず，Ｘ側

が主張する民法９３条但書類推適用説が問題と

なった場合にはどのような法的主張をすべき

か。確かに，民法９３条但書類推適用説に従え

ば，Ｘ側はＹ側の悪意または過失を主張立証

することで，本件売買契約を無効とすること

が可能となるため，この見解はＹ側に不利に

働くおそれがある。しかしながら，民法９３条

但書類推適用説という立場に立脚したとして

も，それでもなおＹ側に有利な主張をなすこ

とは不可能ではない。第一に，民法９３条但書

における「知り，または知ることができたと

き」は，必ずしも「悪意または有過失」とい

うことを意味しないということを指摘するこ

とが重要となる。民法９３条但書における「知

り，または知ることができたとき」を悪意ま

たは有過失という言い換えに対して異論がな

いわけではない。心裡留保規定の母法である

ドイツ民法においては，悪意のみを規定し，

有過失の場合には，有効となるとされ，立法

として心裡留保の相手方に対して，一定の調

査義務を課すことを前提とする解釈や文言は

行き過ぎであるとの主張も見られる１３。そう

すると，重過失は悪意と同視しうるとしても，

軽過失の場合には，有効となり得ると主張す

ることができる。第二に，たとえ，民法９３条

但書における「知り，または知ることができ

たとき」を悪意・有過失と解したとしても，

過去の裁判例等を確認し，具体的な有過失の

意味を明らかにした上で，本件に当てはめて，

有過失とはいえないことを主張することが，

より重要と考えられる１４。

（５）本問における事実と法的主張の組み合

わせ

次に，法律討論会で重要な意図として，本

問の事実から自分たちの主張に有利な具体的

事実をピックアップして，当てはめて主張す

ることである。判例や学説の学習によって，

さまざまな判例や学説を知識として得たとし

ても，それを実際に新たな事実を前にして，

どのように当てはめて，主張するかというこ

とを苦手とする学生は少なくない。このこと

は普段の講義や期末試験等における事例問題

によって養われることが期待されているが，

多くの講義において教員による一方的な知識

の教授にとどまり，具体的にある事例に対し

てその判例や学説を当てはめることまで涵養

することができていないことが私個人の課題

となっている。そこで，法律討論会において

は，このような当てはめの能力を涵養するこ

とが一つの意図と考えている。

①Ｘ側にとって有利と思われる主張

Ｘ側としては，本件売買契約を無効と主張

したいため，少なくとも，Ｙ側に悪意または

過失（重過失１５）があることを主張しなけれ

ばならない。そうすると，以下の事実をピッ

クアップして，以下のような主張をすること

ができよう。

１）ＡがＢに冗談めかして「この車を購入

した後，Ｘに渡さずに，別の人に転売した方

がもうかるよね」と話している点。

２）Ｘに車を引き渡すのを来年の３月にす

る旨述べた点。

３）自動車の名義変更に伴う手続には旧所

有者（Ｙ）と新所有者（Ｘ）が陸運局に出向
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くことになるが，Ａは旧所有者に手間をかけ

させたくないとの理由を述べた点。

４）売主Ｙの委任状を作成してもらったＢ

は領収書を作成する際，Ａは不要である旨述

べた点。

以上のうち，１）については，転売するこ

とを冗談めかしつつも述べており，Ｙ側は転

売の可能性を知っていたか，容易に知ること

ができたと主張することができただろう。ま

た，２）については，理由なく車を引き渡す

時期が半年以上経ることがないことを主張す

ることになる。そして，３）名義変更手続き

もＡが単独で行うという点は，Ａに何かある

のではないかと疑念を抱かせる可能性がある

と主張することが望まれる。最後に，４）も

５０万円もの高額商品を購入するに当たって，

領収書の作成をＡが不要としている点がＹ側

に疑念を抱かせるものと考えられる。

②Ｙ側にとって有利と思われる主張

一方，Ｙ側にとって有利と思われる主張に

は何があるか。上記①で掲げた具体的事実に

対して，あくまで１）については，冗談めか

して話すにとどまっており，単にこれをもっ

てＹ側の悪意や有過失を導くには足りないこ

とを主張することになろう。また，２）につ

いても，引き渡し時期はあくまでＸ及びＡの

都合によるものであるし，通常考えられる引

き渡し時期ではなかったとしても，Ｙ側にとっ

てそれをもって過失を導くことは困難である

旨を主張することができる。また，３）もＹ

側の手間を省くというものであるし，通常の

自動車の取引においても，売主の委任状によ

り共同申請を行うことはまま考えられること

であるから，必ずしも，過失を導く異常な兆

候とは言い難いと主張することになろう。そ

して，４）の点については，あくまで領収書

の発行は弁済者が請求しうるという権利であ

り（民法４８６条），もし，弁済者が不要である

と述べれば，弁済受領者は発行義務を負わな

いから，Ｘ側が領収書は要らないと述べた以

上，それは過失を裏付ける根拠とはなり得な

いという主張をなすことになると思われる。

（６）まとめ―問題作成に当たっての今後の

課題

以上のような問題と出題意図及びＸ側とＹ

側によってなされるであろう法的主張と具体

的事実との当てはめとの関係について，簡単

に紹介した。以上のような主張をより強固な

ものとするために，参加学生には多くの裁判

例や学説に接し，法的な思考を身につけるこ

とが前提となるだろう。

ところで，今回の問題作成に当たって，や

はり重要なことは，Ｘ側及びＹ側のいずれか

一方に有利（または不利）にならないような

形で問題を作成することであった。しかし，

X側及び Y側が，いずれとも主張すること
ができるような事実を具体的に挙げていくこ

とは，時間等の制約もあって，詰め切れなかっ

たことが大きな課題として残った。また，各

大学のカリキュラムとの関係上，民法総則や

契約法を中心とする論点を出題したが，単純

な論点型では，学生の学習効果も少ないよう

に見られ，他方で，より複雑な論点を出題す

るとなると，大学ごとのそもそものカリキュ

ラム上，差がついてしまいやすいという問題

もあるから，そのバランスの取り方が難しかっ

た。加えて，若干の出題ミス等も見られ，参

加学生を混乱させる場面もあった。その点に

ついては率直にお詫び申し上げる。今後の課

題として，複数の教員による問題の検討や，

もう少し具体的な事実関係を挙げて，より実

践的に議論が可能となるような問題作りが求

められると考えられる。

３．本法律討論会の法律学教育として
の効用

（１）本法律討論会の概要
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ここで改めて，本法律討論会の概要を確認

しておく。本討論会は，以下のような日程で

行われた。まず，討論会当日の約一ヵ月半前

に Skypeを用いた事前開会式を行い，そこ
で各ゼミ紹介，問題配付，および組み合わせ

抽選や原告・被告チームの決定等を行った。

そこから本格的に各ゼミの準備が開始する。

各ゼミは，事前に各々の主張をまとめた書面

を交換しなければならず，当日の追加書面は

原則補足的なものに限られるが，説明におい

てはパワーポイントを用いることも認められ

る。

討論会当日は，開会式において進行予定や

諸注意を告知した後，第一試合が開始され，

昼休憩の後，午後から第二試合が開催された

（試合時間はいずれも二時間半である）１６。問

題は事例形式で出題され，各ゼミが事前開会

式において予め決定した原告，被告の立場か

ら主張を展開し，次いで質問とそれに対する

回答を踏まえた上で，対戦相手と討論を行う

という形で進められた。そして，全ての試合

が終了した後，試合結果の発表とジャッジに

よる講評が行われ，討論会は閉会した。なお，

民法の分野からの出題であったことから，本

学の民法担当教員である篠田優教授と，北海

道大学の民事訴訟法教員である稻垣美穂子助

教にジャッジを務めて頂いた。

（２）学生アンケートの結果

上記討論会の実施後，討論会についての実

態把握を行うと共に，討論会に対する学生の

意識調査等を行うために，参加学生に対しア

ンケートを実施した。回答数は３９名であり，

無記名回答であるが，所属大学のみ回答する

よう指示している１７。以下では，その結果を

紹介する。

①アンケート項目及び学生の回答とその分析

アンケート項目は，「Ａ．法律討論会につ

いて」「Ｂ．法律科目に対する意識」「Ｃ．学

生自身について」という三つの分野に大別さ

れ，最大で６０問の設問に回答することが求め

られる。その多くは選択式であるが，自由記

述の項目もある。

Ａ．法律討論会について

本項目群においては，（�）実施方式につ
いて，（�）討論会の準備について，（�）法
律討論会全般について，という三つの角度か

らの設問が設置されている。具体的に見ると，

（�）では，討論会の実施時期や Skypeに
よる開会式，問題配付や対戦相手の決定方法

についての適切さ等を問う項目が設定されて

おり，討論会運営上の問題点や適否をはかる

ものとなっている。（�）では，個人の準備
作業やグループでの準備，議論にかかわる項

目が設定され，討論会への取り組み方や，後

述する社会人基礎力に関係する設問が設定さ

れており，（�）では，問題の難易度や討論
会全般についての感想・満足度，意見・要望

等を回答する項目が設定され，ここでは選択

肢による回答の他，討論会に必要だと思うも

の，討論会を通して感じたこと，討論会につ

いての意見・要望等に対し，自由記述による

回答を指示している。

（�）実施方式について
＜学生の回答＞

実施時期については，「遅い」またはもう

少し早めの実施を望む者が２６名，「適切」と

回答した者が１２名であり，全体的に日程の前

倒しを求める声が多かった（この点，（�）
における討論会への意見・要望にも，同様に

早期の実施を求める意見が見られた）。対戦

相手の決定方法や対戦スケジュールの決定方

法については，概ね「適切」とする意見が多

く，レジュメ交換時期，討論会までの準備期

間の双方については，「適切」とする者は２４

～２５名，「交換が遅い」，「準備期間が短い」

と回答した者が１４～１５名であった。

また，意見が割れた項目として，問題の配

付時期と当日の対戦時間，Skypeによる事
前開会式の実施がある。問題の配付時期につ
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いては，「適切」と回答した者は２１名，「もう

少し早く」と回答した者は１８名であり，両者

拮抗した数字となっている。当日の対戦時間

については，「長い／どちらかといえば長い」

と回答した者が８名，「ちょうどよい」と回

答した者が１０名とほぼ同数であるのに対し，

「短い／どちらかといえば短い」と回答した

者は２１名であり，事前開会式については，

「適切」と回答した者が１０名，「改善の余地

あり」と回答した者が１９名，「実施自体を無

くしてもよい」とした者が９名であった。

＜分析と検討＞

まず，開催時期については，参加ゼミが３

年ゼミであるということから１８，就職活動と

の兼ね合いにより，早期の実施を求める声が

多かったものと考えられる。また，準備期間

に関しては，レジュメの交換が討論会開催の

５日前であったことから，学生としては，ヨ

リ早く相手方の主張を把握しそれに備えたい

という希望があったものと推察できる。しか

し，問題配付から討論会開催までの設定期間

自体について言うならば，先に述べたよう，

問題の配付が討論会当日のおよそ一ヶ月半前

であり，他の法律討論会においても準備期間

は二ヶ月程度であることから１９，これと比較

しても一概に短いものとは言えない。学生か

らすると，問題を早く知りたいと思うのは当

然の心理であるが，準備の中だるみ等，早期

の提示による様々な問題を考慮した上で，期

間設定の妥当性を検討する必要がある。

また，当日の対戦時間に関しては，学生自

身の準備の問題と運営上の問題の二つの側面

から捉える事ができる。前者においては，学

生が質問内容を正確に把握できず，相手方と

の意思疎通に時間を要する場面が見られたり，

質問意図を汲んだ回答がなされないために，

再度回答を求められるという場面が生じてい

たほか，グループ内での相談に時間を要する

等，多くの時間的ロスが現実に発生していた。

また，進行等後者の問題に関わる事柄もあり，

改善すべき問題である。これについては後述

する。

なお，Skypeによる開会式について付言
すると，昨年度は各大学の設備事情により，

旭川大学と本学のみこれを使用し，小樽商科

大学は，携帯電話の通話を介して音声のみで

の参加となった。そのため，小樽商科大学に

とってみると，この開会式自体に参加感がな

かったのではないかと思われる。また，旭川

大学と本学においても，音声の乱れや映像の

不鮮明等が多く，接続が切断される場面も多

く生じていた。さらに，組み合わせ決定はじゃ

んけんで行ったが，時差のある画像と口頭じゃ

んけんの混合になってしまったため，不手際

感が否めない状況になってしまった。今年度

においては，これらの問題点の露呈と上記設

備上の問題からも，Skypeによる事前開会
式の実施は廃止することとした。

（�）討論会の準備について
＜学生の回答＞

個人での準備時間について，「３０時間未満」

と回答した者は１４名，「３０～６０時間」と回答

した者は１５名，「６０時間以上」と回答した者

は１０名であり，これらの時間に対して，「適

切だった」と回答した４名以外の３５名は，全

員「もっと時間をかけるべきであったと」回

答した。また，「スケジュールを立てて取り

組んだ」と回答した者は２０名で，そのうち

「スケジュール通りに行動できた」とした者

は４名にすぎなかった。

その他の項目では，「自ら課題を見つけ積

極的に取り組んだか」，「自分の力で論点を見

つけられたか」という質問に対し，「はい」

または「どちらともいえない」と回答した者

がほぼ同数であったほか，「他に対し積極的

に働きかけたか」，「与えられた課題を期日ま

でに仕上げられたか」，「論点を理解できるよ

う積極的に自習したか」，「論点を理解できる

よう友人に積極的に意見交換を求めたか」と

いう四点の項目については，いずれも６割を
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超える２５名以上が「はい」と答え，次いで回

答の多かった「どちらともいえない」とする

者の倍以上を数える。

また，ここで回答が割れた項目は，「論点

を理解するのに授業が役に立ったか」という

ものであり，１７名が「はい」と答えたが，

「いいえ」とした者が１０名，「どちらともい

えない」と回答した者は１２名であった。

他方，グループでの準備作業について目を

移すと，グループとして準備に取り組んだ時

間は「一ヶ月程度」とする者が２０名と多く，

次いで「一ヶ月以上」と答えた者が１４名であ

り，この時間についてはおよそ８割の３１名が

「もっと時間をかけるべきであった」と評価

した。

グループ作業に対しては，「積極的に議論

に参加したか」，「自分の意見を主張できたか」

という問いについては，それぞれ２８名，２６名

が「はい」と答えているが，「自分の意見を

相手に理解してもらえたか」という項目にな

ると，「はい」とする者が２３名となり６割を

切る状況となった。また，相手と意見が対立

した際に，「相手の意見を受け入れられた」

と回答した者が３０名に上るのに対し，同様の

状況で「両者の納得いく結論を出せた」と回

答した者は２２名に減少している。さらに，

「相手の意見を引き出せたか」という質問に

対しては回答が割れており，「はい」と答え

た者は１３名，「いいえ」とした者は１０名，「ど

ちらともいえない」が１６名と一番多かった。

加えて，グループでの準備作業にまつわる

人的関係を問う項目である，「グループ内で

ストレスを感じる場面に遭遇したか」という

設問に対しては，「はい」とした者が２４名，

「いいえ」とした者が１１名，「どちらともい

えない」とした者が４名であった。このうち，

「はい」または「どちらともいえない」と回

答した２８名を対象に追加質問を行っている。

まず，そのような状況において「問題が何か

を分析したか」という問いについては，７割

を超える２１名が「はい」と答えており，「問

題について解決を働きかけたか」という質問

に対して，「はい」とした者は１４名，「いい

え」，「どちらともいえない」とした者は，そ

れぞれ５名，９名であった。その一方で，

「解決に向けて皆の意見を聞く場が設けられ

た」と感じた者は２１名を数えている。また，

「問題について自分の意見を述べた」と回答

する者は２２名であるが，「問題解決に向け具

体的な提案をした」とする者は１５名であり，

「いいえ」が７名，「どちらともいえない」

が６名であった。さらに，問題に遭遇した際

に「自分の気持ちをコントロールできた」と

回答した者は１４名であったのに対し，「どち

らともいえない」とした者は１０名，「いいえ」

とした者は４名であり，「問題を誰かに相談

したか」という問いに対しては，１４名が「ゼ

ミ内の仲の良い友人に相談した」と回答した

ほか，９名が「ゼミ教員に相談した」と回答，

その他では「ゼミ以外の仲の良い友人」（３

名），「家族」（２名）等があったが，「相談し

ていない」とする者も５名いた。なお，この

選択肢は複数回答が可能である。最終的に，

「問題を自分の成長の機会と捉えられたか」

という質問に対しては，１８名が「はい」，６

名が「いいえ」，４名が「どちらともいえな

い」と回答している。

＜分析と検討＞

個人，グループを問わず，準備作業にかけ

た時間に対しては，殆どの者がもっと時間を

かけるべきであったと回答している点，学生

自身，自己反省している様子が窺える。スケ

ジュールを立てたにもかかわらず，その通り

に遂行できなかったという結果からも，思い

通りに討論できなかったという印象が強いの

かもしれない。ただ，学習という点について

見ると，多くの者が自ら勉強し，グループ内

でも意見交換をするなどして，理解を深めよ

うとしていた姿勢が見られる。また，グルー

プ内での議論においては，他者と意見が衝突
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したときに，相手の意見を受け入れられたと

しながらも，半数以上が相手の意見を引き出

せたとは言い難いと感じており，結論として

両者の納得いく意見にはならなかったのでは

ないかと考えている状況が見られ，コミュニ

ケーションが上手くとれていたかどうかとい

う点が浮かび上がる。

この，コミュニケーションという側面つい

ては，グループ内でストレスを感じた状況に

おいても一つの鍵となっているようである。

半数の者が問題の解決を働きかけているが，

半数は働きかけを行っておらず，解決の場が

設けられた際には，８割近くが自己の意見を

述べているのに対し，解決に向けての具体的

な提案を行うという積極的な行為を行ったと

する者はやはり半数程度でしかない。個人的

にゼミ内の友人と話し合った者も半数程であ

ること，他者との相談自体を行っていない者

もいることを併せて考えると，自己と他者の

意見を，他者と共に折衷あるいは発展させて

いく作業に慣れておらず，特にさほど親しく

ない者との意見の交換が上手く出来なかった

のではないかと思われる。

（�）法律討論会全般について
＜学生の回答＞

問題の難易度に対し，「適切」と回答した

者は２２名である一方，「難しい」と回答する

者も１６名おり，「易しい」とした者は１名の

みであった。討論会参加前の討論会に対する

気持ちとしては，「ぜひやってみたい」，「時

期をずらせばぜひ参加したい」とした者は８

名であるが，「興味はあるが参加は迷う」，

「やれと言われれば参加してもよい」，「でき

れば参加したくない」と回答した者はそれぞ

れ１３名，８名，９名おり，さらには「絶対参

加したくない」と回答した者も１名いた。こ

れに対し，討論会参加後の討論会に対する気

持ちとしては，「悔しい」が１７名，「楽しかっ

た」が１４名，「もう一度やりたい」が１２名，

「達成感がある」が５名であり，「できれば

やりたくない」とした者が５名，「やらない

ほうがよかった」，「二度とやりたくない」，

「難しかった」，「不完全燃焼である」が各１

名であった。なお，この設問は複数回答が可

能である。その上で討論会に対する満足度を

見ると，「やや満足」と「やや不満」がそれ

ぞれ１２名，「普通」が１０名，「大変満足」が３

名，「大変不満」が１名という結果であった。

その他，「討論会に必要だと思うもの」，

「討論会を通して感じたこと」，「討論会につ

いての意見・要望等」という三つの項目につ

き，自由記述で以下のような回答を得た。

第一の項目については，勉強と事前準備，

理解力，問題発見力，発言力（アウトプット

力），報告・連絡・相談，意欲，協調性，理

解の共有，打ち合わせ，コミュニケーション

力，チームワーク等の他，時間，環境づくり，

当日の進行に対する工夫，景品といった事柄

が挙げられた。第二の項目については，相手

に意見を伝えることの難しさや語彙力の不足，

相手の意見を理解し質問することの難しさ，

意思疎通の難しさ，言い足りなさ，役割分担

の必要性や協調性，意見をすり合わせること

の難しさ，人との関わり合いの難しさ，チー

ムで活動することの難しさとそれを乗り越え

ることの大切さ等が挙げられ，第三の項目に

ついては，討論会当日の流れの周知，待機教

室の確保，開催時期の検討，スムーズな進行

といった要望が主に挙げられた。

＜分析と検討＞

実施前の法律討論会に対する感想に否定的

なものが多い理由は，討論自体，日常的に経

験する機会が乏しいということに加え，他大

学とそれを行い，しかも順位が決定されると

いう条件が，学生にとって非常にプレッシャー

の強いものであるからであろう。加えて，参

加ゼミにおいては，商法や民事訴訟法のゼミ

もあることから，民法上の論点を題材にする

問題に対して，不安や苦手意識を有していた

こともあるかもしれない。実施後の感想でも
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同様に回答している者もあるが，楽しかった，

もう一度やりたい等の肯定的意見も３割程見

られた点，やってみると案外面白かったとい

う側面があるようにも思われる。また，自由

記述において，自らの意見を伝達することや

的確な質問をすることの難しさ等，発信力・

発言力の重要性を実感するコメントが多く見

られたことから，真に言いたいことを十分に

伝えられなかったという感想を抱く者が多い

と推測され，それが，悔しい，もう一度やり

たい，不完全燃焼という感想にも繋がったの

ではないだろうか。

また，討論会に必要なものにコミュニケー

ション力やチームワーク力，協調性，理解の

共有等を挙げていることから，グループとし

て物事を進める際に重要と見られる事柄を重

視していることが伺え，（�）と併せて考え
ても，討論会を通じて学問的側面での課題の

みならず，他者との協同や円滑な関係性の構

築といった人的側面での課題をも発見し，経

験してきたものと思われる。

Ｂ．法律科目に対する意識

本項目群では，法律科目に対する意識調査

として，討論会参加前後の意識変化を調査す

る項目を設定している。

＜学生の回答＞

まず，討論会参加前の意識として，法律科

目は得意であると答えた者は６名にすぎず，

「いいえ」は２０名，「どちらともいえない」

は１２名であった。そして，法律科目が「好き」

と回答した者は１３名，「難しい」が２１名，「面

白い」が１６名，「あまり楽しくない」，「役に

立つ」と回答した者がそれぞれ１名であった

（複数回答可）。好きな法律科目と苦手な法

律科目については，以下のような回答となっ

ている（斜線を挟んで前が「好き」と回答し

た人数，後ろが「苦手」と回答した人数。な

お，複数回答可）。民法のうち「総則・物権」

は１６名／１０名，「契約法分野」では１０名／１２

名，「家族法分野」では５名／８名であり，

「商法」は４名／１３名，「会社法」は８名／

４名，「民事訴訟法」が１１名／７名，「憲法」

が１０名／１１名，「刑法」が５名／１０名，「刑事

訴訟法」が１名／３名であった。その他，苦

手な科目として行政法，地方自治法，手形小

切手法を挙げる者が各１名いた。

次に，討論会参加後の意識において，上記

で回答した法律科目への意識変化を問うたと

ころ，「意識変化があった」と答えた者は１２

名，「なかった」と答えた者は１７名，「どちら

ともいえない」と答えた者が９名であり，討

論会を経て，「法律科目全体への関心が高まっ

た」と回答した者は１２名，「民法への関心が

高まった」と回答した者が２２名であり，逆に，

「法律科目全体への苦手意識が高まった」と

した者が４名，「民法への苦手意識が高まっ

た」とした者が５名いた。なお，討論会を経

た後の関心という項目については，複数回答

可能である。さらに，勉強面で感じたことに

つき自由記載で回答してもらったところ，勉

強不足や，知識あるいは理解不足を述べる者

が多く，テストのために記憶，理解した知識

が役立たないことを反省するコメントや，判

例・通説を理解すればよいという意識が変化

したというコメント，自己とは違う視点から

考えることの大切さと，意見交換の重要性を

述べるコメント等が見られた。

＜分析と検討＞

何事に対しても「得意である」とはなかな

か答え難いものである。法律科目は難しく，

得意とは言えないが面白い，というところで

あろうか。科目についての好き・苦手の意識

も，それぞれほぼ拮抗しているといえるが，

商法に関しては苦手意識を有する者の方が多

いようである。本討論会の問題は，総則・物

権分野からの出題であったが，同分野は比較

的「好き」と回答した者が多いものの，それ

でも５割は超えない数字となっている。

ただ，「民法科目への関心が高まった」と
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する者が５割を超えていたことは，討論会の

実施がプラスに作用したものと評価できる。

加えて，学生自身が日頃の自己の学習態度を

振り返り，反省すべき点として挙げている点，

討論会の教育効果と評することができよう。

Ｃ．学生自身について

本項目群は，学生の現在の履修状況と将来

の志望，討論会を通して総合的にどのように

変化したかの自己評価をはかる項目を設置し

ている。なお，北星学園大学の学生にのみ，

他学科科目の各履修割合を尋ねる項目がある。

＜学生の回答＞

法律科目とその他の科目の履修状況につい

ては，（法：他）で（７：３）とした者が８

名と一番多く，次いで（８：２）と（５：５）

がそれぞれ５名，（９：１），（６：４），（４：

６），（２：８），（１：９）が 各３名，（３：

７）が２名，法律科目のみ履修しているとい

う学生も１名いた。そのうち，北星学園大学

においては，経済科目，経営科目，会計科目

の履修割合を回答するよう求めたところ，様々

な回答が得られ，概観すると，経済科目を他

の２科目より多く履修していると回答した者

が８名，うち，経営科目を履修していない者

は２名，会計科目を履修していない者は１名

であった。また，会計科目以外を同じ割合で

履修し，会計科目より多く履修していると回

答した者が３名，全科目同じ割合で履修して

いると回答した者が１名であった。

将来の志望については，複数回答可の表記

はなかったものの，複数回答のアンケート結

果がいくつか見られた。その上で，公務員と

回答した者が１６名であり，流通・サービスが

８名，金融が７名と続く。その他，保険・証

券，卸・小売，新聞・印刷・出版，メーカー，

総合商社などの回答が見られたが，未定と回

答した者も４名いた。

最後に，討論会を経てどのように変化した

かという質問に対しては，「もっと勉強した

くなった」と答えた者が１７名と一番多く，

「協調性が高まった」，「忍耐力がついた」と

する者が１０名，「チームワーク力がついた」

が９名，「人の意見を聞けるようになった」

が８名，「計画性が身についた」が６名，「気

配りができるようになった」，「コミュニケー

ション力がついた」が各５名，「責任感がつ

いた」が４名，「行動力が付いた」，「議論す

る力がついた」，「発言を恐れなくなった」が

各３名であったが，「特に変わらない」とし

た者も４名おり，「自己管理ができるように

なった」については回答者がいなかった。な

お，本問は複数回答が可能である。

＜分析と検討＞

参加ゼミが全て法学部には所属していない

ことから，法律科目以外の履修状況を尋ねた

ものであるが，およそ６割の学生が，法律科

目以外の科目と比較して，同程度以上に法律

科目を履修している状況にあることが判明し

た。殊，北星学園大学においては，足立・長

屋ゼミの学生は全員経済法学科所属の学生で

あることから，カリキュラム展開を考慮して

も法律科目以外では経済系科目の開講が多く，

このような回答状況になったものと思われる。

法律科目の勉強と将来の志望をリンクした

時に，最も導きやすい回答は公務員であろう。

現に，弁護士等の選択肢を選んだ者は０と，

法律の専門職が現実的ではないと考えている

ようであり，加えて不況等の社会情勢から，

安定した職業を希望するという意味でも公務

員を志望する者が多かったのかもしれない。

ただ，他方では一般企業への就職も視野に入

れている状況も窺え，実際には各大学とも一

般企業への就職者数の方が多いことに鑑みる

と，本項目の回答は，本格的に進路を検討し

た結果の表れであるとは言い難い側面がある。

討論会を経ての変化を問う質問では，議論

する力や行動力といった個人的な技術の獲得

というよりも，協調性やチームワーク力等，

対他者との関わりにおいて重要となる能力が
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身に付いたとする回答の方が多く，グループ

として活動する場面を想定しての回答が多かっ

たのではないか。その中でも，コミュニケー

ション力の獲得を挙げる者は１割程度しかな

く，先に見たＡ．（�）の回答結果とも整合
する。

②まとめ

上記アンケートの実施を通して，法律討論

会の運営上の問題点につき参加者の視点から

指摘がなされると共に，学生が法律討論会を

どのように捉えていたのか，そして，非日常

的な討論会を経験することによって何を得，

何を学んだのか，またどのように自己を振り

返ったかを把握することが一定程度できた。

すなわち，学習以外の面では，他者との協同

場面で困難に遭遇することで，グループの一

員としてどのように行動すべきかを意識して

いることが窺え，コミュニケーションの大切

さを痛感しているようである。自己の意見や

見解のアウトプットも，このコミュニケーショ

ンという側面に作用する要因であり，これら

は社会人基礎力との関係からも重要視される

ものと考えられる。これについては４．に譲

る。

他方，学習面においては，学生の大半は法

律科目の勉強を難しいと感じていると共に，

日頃の学習における理解不足や定着度が薄い

ことを自覚しているようである。また，授業

が役に立ったとする回答数は少なく，各大学

のカリキュラム展開との関係や通常の授業と

の連携等ということも課題として浮かび上がっ

た。

以下では，法律討論会の教育的効用という

観点から，本法律討論会の意義についてさら

に検討を進めるものとする。

（３）法律討論会の効用

本法律討論会は，そもそも実施のねらいと

して以下の事柄をあげている。第一に，講義

や演習を通じて学んできた民法等の知識をよ

り深く定着させ，かつ，活きた知識として実

践的に活用させること，第二に，法的問題を

多面的に捉え，多角的に検討する能力を涵養

すること，第三に，論理的，説得的な主張の

展開を検討させ，議論する能力を培う，とい

うものである。そして，上記ねらいを達成す

ることによる教育効果として，以下の事柄を

期待している。まず，大学で学んだ机上の法

律知識を，具体的事例を基に活用させること

で，ヨリ立体的に理解させることができるこ

と，第二に，学生自らが役割分担をするなど

主体的に活動することにより，責任と自覚が

生じ，さらに学生同士の協調性を高めること

ができること，第三に，日常的に経験するこ

との少ない討論を体験することにより，説得

的な表現や論理展開を実感させると共に，相

手の状況に応じた臨機応変な対処を学ぶこと

ができること，第四に，これらを通じて学生

が社会に出ていくにあたっての社会人基礎力

が涵養されること，である。さらに付加的な

メリットとして，教員が学生の理解度をはか

ることができること，他大学との連携により，

学生・教員共に知的交流や情報交換をはかる

ことができること等も視野に入れている。

第一の実施のねらいは，学習した知識の確

認と深化と捉えることができ，これは，法律

討論会本来の効用と直結する。一般的な法律

討論会は，佐古田准教授，足立准教授が旭川

大学において行ってきた法律討論会もそうで

あった如く，論題に対し立論し，質問者の質

問に答えるというスタイルで行われることが

多い２０。このような法律討論会においては，

参加者は，論点を把握し，既存の判例・学説

を分析し検討する作業を行い，自己の意見を

形成し根拠づけると共に，考えられる批判に

対する回答を検討することで，あらゆる角度

から主張を磨きあげる。この一連の作業を通

じて，自己の得た知識や理解が一層深められ

てゆくのである。
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しかし，一昨年度から本学において行われ

てきた法律討論会では，前述のとおり，原告，

被告双方が熾烈にやり取りを交わす模擬裁判

形式を採用しており，通常の法律討論会とは

趣を異にする。この点，本討論会の特徴であ

ると言えよう。本討論会のような形式の討論

会は，上告審タイプの模擬裁判と類似する２１。

上告審は法律審であるため，事実審の判決に

対する法令違反等を審査することがその役割

であり，事実関係については，それまでに事

実審が確定したものに拘束され（民訴法３２１

条１項），当事者による新たな事実の主張や

証拠の提出はなされず，事実審において必要

とされるような尋問技術も必要ではない。つ

まり，上告審では，法的な論点に対しどのよ

うに考えるべきかということに専ら焦点が当

てられるのである。このように見ると，上告

審タイプの模擬裁判の実施において必要とさ

れる主な作業は，論点に対する考察・検討で

あり２２，この点においては，本討論会のよう

な形式であっても，通常の法律討論会と同様

の効用がそのままに妥当する。また，問題の

難易度を調整することにより，低学年，ある

いは本格的に法律科目を履修していない状況

にある学生にとっても，ある程度対応が可能

であると考えられる２３。

さらに，模擬裁判形式を採用することは，

通常の法律討論会とは異なり，実体法の理解

を深められるだけではなく，訴訟法との繋が

りをヨリ意識することができるという利点が

ある。学生にとって，民法や商法等実体法の

学習により，権利の理論的な発生等について

はすぐにイメージがつき易いものの，訴訟法

をはじめとする手続法の学習は，ややもする

と裁判技術を学ぶものと捉えられがちであり，

権利の実現化プロセスであることが薄れる傾

向にある。そのため，実体法の学習と手続法

の学習とがどのように繋がっているのかをイ

メージすることはなかなか難しく，また，実

体験として訴訟に関わる機会も殆どないこと

から，両者の関係は今ひとつ鮮明ではないよ

うである。本討論会においては，前述の通り，

各ゼミを当事者の訴訟代理人として挑ませる

ため，学生は最初に「裁判」であることを強

く意識することになる。そのため，論点を理

解し，判例や学説の検討を行って自己の立場

を優位にする法的構成を構築し，自己に不利

な情報をどのように捌くかを検討するが，そ

れら実体法上の学習の成果は全て，裁判にお

ける主張という形で表され，相手方のそれと

対比されることを常に念頭に置かねばならず，

討論を通じて自己の権利を実現するプロセス

を体験することとなる。さらに，最終的には

勝者を決することから，あたかも訴訟におけ

る勝敗が決せられるかのようであり，結果，

討論における攻防において如何に説得的な主

張や効果的な質問をなすかが重視されてくる。

この作業が奏功するためには，単に話術に優

れているというだけでは足りず，実体法上の

根拠を伴わせなければならないことから，

「何を主張しなければならないか」を常に考

えることへと繋がっていく。言い換えると，

実体法規の適用ないし不適用のためには，事

例に現れた訴訟法上の主要事実たる具体的事

実を，法規の要件となっている事実，すなわ

ち要件事実へいかにして該当させるかを検討

することであり，これによって訴訟の場にお

ける実体法の役割を再認識すると共に，訴訟

法と実体法がどのように交錯するのかを理解

させることができるといえる。

また，これに加えて，本討論会においては，

討論会開催前にそれぞれの主張をまとめた書

面を交換することとなっており，それを「準

備書面」と位置づけることで，単なる討論会

を越え，ヨリ訴訟を意識させる仕組みを採用

していることも付言しておく。

以上のように，本法律討論会は模擬裁判形

式を採用することによって，民法の理解を深

めさせるだけではなく，通常の法律討論会よ

りも一歩進んで，実体法と訴訟法との関連を
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も理解させる構造となっており，先に指摘し

た第一の教育効果を一層追及することが可能

となっている。

また，このように見る時，第一のねらいを

達成させることは，必然的に第二のねらいの

達成へと繋がっていることがわかる。そもそ

も法的思考力とは，法律を解釈し，具体的事

象に適用する法的技術，技術的思考をいう

が２４，法律討論会に向けての準備はまさにこ

のような法的思考力の強化に結び付く。学生

に，未知の事例をあらゆる方向から分析させ，

様々な可能性を検討させるという作業は，学

生の法的思考力がどれほど養われているかを

検証する一つの材料となるが，法学部の授業

や演習においてすらも，このような機会を設

ける事は容易ではない。況や，法学部以外の

学部における教育展開をや，である。

ここで考えるべきは，果たして，法学部以

外の学部において，本件のような法律討論会

を開催することにどのような意義があるのか，

である。本法律討論会は，法学部以外の学部

に所属する学生によるものである点，もう一

つの大きな特徴であるが，上述した学生アン

ケート結果からも明らかなように，参加学生

に法曹志望の者はおらず，この傾向は討論会

に参加した学生以外の学生の間でも主流なも

のであると考えられ２５，特に法的知識を要し

ない一般企業に就職する学生が殆どであると

いうことも現実である。この状況に鑑みると，

学生に身につけさせるべき法的思考力は，単

なる司法的な法的思考力ではなく企業人とし

ての法的思考力であり２６，さらに言うと，そ

れをベースとした法的思考力の応用，すなわ

ち，ある規範や所与の条件を解釈・検討して

具体的事象に適用する能力であると言える。

このような応用力は突然に身につけられるも

のではなく，意識的かつ継続的な努力の下に

獲得されるものであって，生涯かけて追及さ

れるべきものでもあるが，少なくともその素

地は，社会に出る以前に培われることが好ま

しい。法律論は，適用すべき規範が明定され

ており，判例・学説といった規範の適用例も

存在することから，このような応用力の基礎

を養う格好の材料であると考えられ，司法的

な法的思考力を涵養することが，将来的に必

要となる法的思考力の応用にとっても必要な

ものであると言える。ここに，法学部以外の

学部における法律討論会実施の意義を見出す

ことができるであろう。

第三の実施のねらいは，ディベート力やプ

レゼンテーション能力の強化と換言し得る。

演習においても報告や議論は行うことから，

これらの能力は一定程度養われるが，本討論

会においては「わからない」ことや「矛盾す

る」こと，あるいは「答えられない」ことが

「負け」に直結しやすく，鋭い質問や効果的

な反撃，首尾一貫した主張が「勝ち」に繋が

りやすい。そのため，練り上げた法的主張を，

ヨリ洗練された手法で提示することが必要と

なると同時に，相手の意図を即座に正確に把

握し，それに即応するためのアンテナを磨く

必要がある。このような能力を強化すること

は，勉強の側面においてのみならず，社会に

出た後にも役立つものと考えられ，先述した

第三，第四の教育効果に帰結する。この点は，

社会人基礎力に関する４．に譲る。

（４）小括

以上，学生アンケートの結果分析と本法律

討論会の効用を検討してきた。アンケートの

結果，討論会の実施により，多くの学生は法

律科目あるいは民法への関心が高まったこと

から，法律討論会が学生に対してプラスに作

用したことが分かった。また，それまでの自

己の学習について振り返り，改善すべき点が

あると評価していること，特に法的思考力の

研鑽を課題として挙げる声が多く見られ，本

討論会がねらいとする法的思考力の涵養が，

一側面において進められたと見ることができ

る。
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現在は，法科大学院の設立によって，法学

部はもはや法曹輩出の窓口ではなくなってお

り，多目的学部としてその存在意義も変化し

つつあることから，上述した法的思考力の応

用の追及という事柄は法学部にも妥当すると

言える。そうすると，法学部とそれ以外の学

部に所属する法律系学科・コースの役割や，

そこに求められるものの間に差異はなくなり，

事実上差異があるとしても，専ら法律科目の

品揃えといったカリキュラム展開上の相違と

いうところに帰着するかもしれない２７。法学

部とそれ以外の学部における法律科目の展開

状況や単位数の違いが，法律討論会を行う上

で学生にどのように影響しているかを比較検

討するためには，法学部所属の学生との間で

討論会を開催することが有用である。このこ

とは同時に，法律科目以外の科目を学んでき

た事による視点が，法律問題に対してどのよ

うに活かされるかを把握する機会ともなるで

あろう。今後の課題としたい。

最後に，本討論会の教育的側面に関し，授

業との関連性について若干述べておきたい。

討論会に際して授業が役に立ったと感じられ

る場面はあまり見られなかった旨，学生アン

ケートにおいても指摘されている。本討論会

で出題された問題は，民法上の基本的な問題

を扱ったものであり，民法の授業でも触れら

れるトピックである。また，総則分野からの

出題でもあったことから，難易度的にはさほ

ど難しいものとはなっていない２８。にもかか

わらず，授業が役に立たなかったと回答した

者が多かった理由は，以下のように考えられる。

討論に向けての第一準備は，提示された問

題の論点を発見することであるが，通常の講

義形式の授業において，学生が自ら論点や問

題点を発見する作業を行う機会は殆どない。

演習においては何度か経験することがあるか

もしれないが，それでも慣れるに十分である

とはいえないであろう。このように見ると，

「役に立たない」という回答の趣旨は，問題

内容を吟味する上での授業の貢献ということ

ではなく，準備作業という技術的な側面を指

している可能性もある。技術的側面を指すな

らば，討論行為についても同様のことが言え

る。学生が議論を経験する場面としては，主

に演習が考えられるが，そこではディベート

技術を学ぶわけではないため，発言力を意識

的に鍛える場とはなっていないからである。

つまり，討論会において必要とされる技術を

習得する機会として，通常の授業は十分に機

能していないということができるであろう。

他方で，問題内容を吟味するに際しての貢

献度を指すのであれば，授業で学んだ知識が

定着していないのではないか，あるいは，当

該論点に対し授業で十分消化できなかったの

ではないかという問題が指摘できる。アンケー

ト上見られた，試験の為の勉強では役に立た

なかった旨の回答も，このようなことを示唆

するものと思われる。当該科目の授業計画や

他の科目との関係から，講義において一論点

を深く突き詰めていくことは率直に言って難

しい。したがって，授業内容をヨリ深く定着

させる場としては，やはり演習が重要なもの

となり２９，ここに講義と演習の役割分担が鮮

明となる。

これらを併せて考えると，討論会には，論

点について深く学習するという学問的側面と，

準備作業とアウトプットという技術的側面が

存在し，授業では前者の範囲をカバーするこ

とが一応可能であるが，後者については賄え

ない部分が多いことが指摘できる。後者のよ

うな技術的側面について学生の能力を高める

ためには，やはり討論会のような実践的教育

を展開することが必要であると言えるのでは

ないだろうか。

４．ゼミ対抗法律討論会と社会人基礎
力の育成

本共同研究の発起人である北星学園大学
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長屋幸世准教授から，ゼミ対抗法律討論会と

社会人基礎力との関係について執筆して欲し

いとのご指示を受けた。足立の担当するゼミ

が，２０１０年度と２０１１年度，「社会人基礎力育

成グランプリ 北海道・東北予選大会」（日

本経済新聞社デジタル営業局主催・経済産業

省共催）に参加したことによる３０。私自身，

学生教育・社会人基礎力の育成を専門に研究

しているわけではないが，僭越ながら，社会

人基礎力育成の観点から，法律討論会の意義

について考察を試みる。

以下では，まず，社会人基礎力とは何かに

ついて説明する。次いで，ゼミ対抗法律討論

会と社会人基礎力の関係について検討して，

最後に，若干のまとめをしたい。

（１）社会人基礎力とは

経済産業省編「社会人基礎力 育成の手引

き－日本の将来を託す若者を育てるために」

（制作・調査 学校法人河合塾）（以下，頁数

のみを掲げる）に従って社会人基礎力とは何

かを概観する。

２００５年７月，経済産業省主導のもと，「我

が国経済を担う産業人材の確保・育成の観点

から，『社会人基礎力』の養成，企業の人材

確保・育成，企業や若者の双方に納得感のあ

る就職プロセスの在り方等について検討する

ために」，産学官の有識者による「社会人基

礎力に関する研究会」（座長・諏訪康雄 法政

大学 大学院教授）が組織された３１。その成果

が，２００６年２月，「職場や社会の中で多様な

人々と共に仕事をしていくために必要な力」

＝「社会人基礎力」として発表された。

「社会人基礎力」概念が提案されるに至っ

た背景を簡単に見ておこう。バブル経済の崩

壊以降，日本経済は，国際経済競争力が低下

し，従来の経済構造，経営戦略，組織・職場

環境の見直しを迫られ，変容を遂げた（１１頁

以下）。産業界自体に若者を育てるだけの体

力がなくなり，若者（新入社員）を早くから

即戦力として使おうという意識が高まった。

若者に求められる仕事のレベル（質・量・ス

ピードなど）が高度化した（１６頁以下）。

他方で，若者を取り巻く環境も変化した

（２１頁以下）。大学進学率が５０％を超える一

方で，勉強方法のマニュアル化も進み，自発

的に動き・考える主体性をもった若者が少な

くなり，学問・教養への畏敬の念も薄らいで

いった（２２頁）。生活環境が豊か・便利になっ

た反面，他者・異質なものとの深いコミュニ

ケーションを回避する傾向が見られるように

なった（２４頁以下）。

ここに，産業界のニーズと若者の現状の間

にミスマッチが起こった（２８頁以下）。すな

わち，産業界が若者に求める能力について，

そのレベルだけではなく，その意味について

も，産業界と若者との間で齟齬が生じている

のである。これは，企業社会と若者社会の間

で，人間関係のあり方，そこでの行動に対し

ての考え方に，隔たりがあることに関係して

いるのだろうとされる。また，このミスマッ

チは，産業界と若者の間だけではなく，産業

界が求める人材と大学が育成する学生の能力

の間にも生じた（５頁）。そこで，このミス

マッチを解消するために，産学連携した若者

の育成・評価の在り方として，「社会人基礎

力」の概念が提案された（２０・２１頁，２８頁以

下）。もちろん，「社会人基礎力」だけあれば

十分ということではない。若者は，その他に，

「人間性・基本的な生活態度」，「基礎学力」

や「専門知識」など，様ざまな要素を身につ

けることで，将来，社会人として活躍してい

ける力を獲得していくことなる（３頁）（本

稿７５頁・資料１を参照）。

このような背景に基づいて創出された「社

会人基礎力」は，「チームを組んで課題を解

決すること」をその基本的なプログラムとし

ている。社会人基礎力の育成は，産業界にとっ

ては，活力のある人材が送り込まれることに

つながり，若者にとっては，産業界のニーズ

に応えるための能力・スキルが身に付くこと
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となり，教育現場にとっても，教育方法を改

善していくための起爆剤となりうる（３４・３５

頁）。そうして，人と人との関係において行

われる教育は，「人間性の向上，生きていく

意欲の向上，真実を前にしてひるまない心の

向上」にもつながっていくとされた（３５頁）。

「社会人基礎力」は，３つの力と，それら

を構成する１２の具体的な能力要素からなる

（本稿７５頁・資料２を参照）。３つの力とは，

「前に踏み出す力（アクション）」，「考え抜

く力（シンキング）」，「チームで働く力（チー

ムワーク）」である。「前に踏み出す力」には，

「主体性」，「働きかけ力」，「実行力」，「考え

抜く力」には，「課題発見力」，「計画力」，

「創造力」，「チームで働く力」には，「情況

把握力」，「柔軟性」，「規律性」，「傾聴力」，

「発信力」，「ストレスコントロール力」が含

まれる。以下，それぞれの力と能力要素につ

いて解説を加えていく。

まず，「前に踏み出す力」とは，「意欲・や

る気という個人の内的レベルから，実際の目

標達成という外に効果が現れるレベルまで，

いわば能動的行動に関する領域を司る力」と

される（３６頁以下）。

「主体性」とは，「意欲や自信を支える自

尊感情の部分を含みつつ，自律性から積極性，

さらに自己理解・管理・評価能力までカバー

する力」である（４０頁以下）。すなわち，若

者は，ある目標を設定することで，その目標

を達成すべく知識を獲得しようとする。その

過程で，自らの強み・弱み，行動・思考・感

情の状態を理解し，管理・制御する能力を獲

得する。目標が達成されることで，若者は，

自己効力感（自信）を得ることになるとされる。

「働きかけ力」とは，「主体性」で育まれ

た積極的態度をもって，他人に何かを頼んだ

り，他人を勧誘したりできる力である（４２頁

以下）。他人に働きかけることで，若者は，

他人に対して信頼や共感できる能力や，傾聴

スキルなどを背景とした「対人働きかけ効力

感」を獲得する。さらに，他人を巻き込んで

いくためには，「自らの考えを，客観的に理

解しなおし，自分の考えの正当性を論理的に

相手に伝えられる力」が必要とされる。

「実行力」とは，目標を実現する力である

（４３頁）。目標実現のためには，「必ず実現し

よう」という意志と価値観をもって，粘り強

く課題・仕事に取り組むことが必要となる。

さらに，自分の行動・思考・感情を理解し制

御する力（自己理解・制御力）に基づく自己

マネジメント能力も必要である。目標実現の

ためには，目標を大きな目標と小さな目標に

分解して，一つ一つの目標を達成していく喜

びを感じること（達成動機）や，実行したこ

とが効力を発揮するだろうという楽観的期待

感（自己効力感）をもつことが大事だとされる。

次いで，「考え抜く力」とは，「いかなる問

題にも，時に果敢に，時に知識をうまく活用

し，要領よく解決していくために必要な力」

とされる（４４頁以下）。

「課題発見力」とは，問題点を発見し，理

解し，解決法を考えだし，評価・検証しつつ，

解決を実行に移していく問題解決のプロセス

を踏むことができる力である（４５頁以下）。

問題理解・解決のためには，知識・情報を収

集し，それを論理的に再構成していく論理的

思考力が必要となる。また，自分の問題理解

を他人に発信して，他人の意見を傾聴し，自

分の理解不足に気付いて，さらに知識・情報

を収集し，問題理解を深化させることも重要

であるとされる。

「計画力」とは，問題解決の方向性が見え

て，実際に問題解決に向けて行動を起こすと

きに重要になってくる段取りを付ける力であ

る（４８頁以下）。目標に優先順位を付けて，

漠然とした目的を明確化し，実行可能にして

いく力とされる。しかし，計画を立てても，

その進捗状況や目的は絶えず変化することか

ら，その時どきに応じて活動計画や目標を柔

軟に変えていく「柔軟性」が必要となる。
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「創造力」とは，問題解決の方法が明らか

でない場合に，試行錯誤を繰り返しながら，

既存の知識や考え方を再構成していくことが

できる能力である（４９頁以下）。「創造力」は，

課題発見プロセス，他人への働きかけ，目標

の実現，問題解決を進めるにあたっての計画，

チーム内での発信や傾聴，さらにはストレス

コントロールの際にも必要になってくるとさ

れる。あるモデル・ケースでは，学生の「創

造力」育成の試みが，学びへの関心・意欲を

引き出し（「前に踏み出す力」），自尊感情と

ともに他者への好意的感情を芽生えさせる

（「チームで働く力」）好循環を生んだ。

最後に，「チームで働く力」とは，チーム

の中で働き，チームをより良い関係に創り上

げていく力だけではなく，チームを超えて良

い人間関係を構築していくための力，さらに

は，社会の人間関係の中で自分を活かし，社

会に貢献していく力を含むとされる（５２頁以

下）。

「情況把握力」とは，集団における自分の

役割を理解し，行動に転換し，情況をより良

いものに変えていこうとする能動的な力であ

る（５３頁以下）。人間関係を形成していく基

本的な能力であり，非言語コミュニケーショ

ンの領域に属するとされる。

「柔軟性」とは，他人の考え方に対応でき

る能力，場合によっては，受け入れがたい異

質な考えや予期していなかった状況に対応し

ていくことができる力である（５４頁以下）。

若者に適切な自尊感情があれば，他人を認め，

異なる意見・考えに耳を傾け，協調すること

が可能になるとされる。

「規律性」とは，ルール・約束，礼儀やマ

ナーを理解し，守ることができる，人として

の基本的な資質・習慣である（５５頁）。

これらの三つの能力要素は，基本的な人間

関係の形成にとって重要なものであるとされ

る。

「チームで働く力」における「傾聴力」と

は，他人の話を聞くことができるスキルはも

ちろん，相手の言ったことを再構築して理解

できる力，相手の言いたいことを引き出して

あげることができる力，相手が自分の考えを

整理していくための力になってあげられる力

とされる（５６頁以下）。つまり，ここでの

「傾聴力」とは，他人との関わりのなかで要

求される力である。「傾聴力」を高めること

で，他人に対しての共感や好意を高めること

ができる。チームメンバーの「傾聴力」が高

まることで，メンバーがもつ知識の断片が再

構成され，新たな考え方が生み出されること

もある。

「発信力」とは，組織をスムーズに運営す

るための「報告・連絡・相談（ほう・れん・

そう）」から，会合で発言して議論を動かす

役割を果たすことができる力，さらには，個

人や組織の既存の知識を分かりやすくかつ説

得的に相手に伝えることができる力であると

される（５８頁以下）。

即戦力が求められている産業界では，若者

は入社以降，仕事の量・質・スピードともに，

学生時代に経験したことのないようなストレ

スを受けることになる（ストレスを原因に入

社後短い期間で辞めてしまう若者の多さが問

題になっている）。ストレスに対処していく

方法，それに耐えられる心，すなわち「スト

レスコントロール力」を鍛えていくことも，

（大学）教育に求められている。「チームで

働く力」の「情況把握力」，「柔軟性」，「発信

力」，「傾聴力」，そして「前に踏み出す力」

を高めることで，ストレス耐性も強化される

とされる。

以上見てきたように，「社会人基礎力」

は，３つの力・１２の能力要素が別個に存在し

ているわけではなく，それぞれが有機的に連

関しあって「社会人基礎力」という総合的な

力を構成している。とりわけ，従来，若者個

人の能力として考えられがちであった「前に

踏み出す力」や「考え抜く力」が，チームで
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の活動でどう発揮されるか，他人との関わり

のなかでどう発揮されるか，という観点から

捉えられているところに，「社会人基礎力」

の特徴があると言えるだろう。もちろん，経

済産業省と「社会人基礎力に関する研究会」

も認めるように，「社会人基礎力」が人間の

能力の全てではない（６０頁以下）。この概念

は，若者自身が自分の能力を評価し，教育機

関・産業界が若者（学生）の能力を評価・育

成するための一つのツールであると考えられ

る。各教育機関で，それぞれの目的に応じて，

このツールを調整・改良していくことが求め

られている。

そこで，このような「社会人基礎力」が，

法律討論会とどのように関わってくるのかに

ついて次に見ていこう。

（２）ゼミ対抗法律討論会と社会人基礎力の

育成の関係

２０１１年度ゼミ対抗法律討論会は，１１月８日

に各ゼミに問題を配付し，１２月１７日に討論会

本番を迎え，約１ヶ月弱で，各ゼミは自分た

ちの主張・論拠を構築していかなければなら

なかった。各ゼミ生は，与えられた事例問題

の内容を理解し，そこから論点を抽出し，論

点について（積極説・消極説それぞれの）判

例・学説を検討して，それに基づいて，各自

の主張を展開していった。ゼミ生は，この過

程で，社会人基礎力の「前に踏み出す力」

（特に「主体性」，「実行力」），「考え抜く力」

（特に「課題発見力」，「計画力」，「創造力」）

を発揮したことになる。しかも，法律討論会

の場合，これらの作業を，チームで，つまり

メンバーと協力関係を築きながら遂行してい

かなければならない。各ゼミは，ゼミ内で既

知のゼミ生を相手にディスカッションを行う

ことには慣れていただろうが，ゼミが一つの

チームとして他ゼミと法律論を戦わせること

は，おそらく初めての体験だっただろう。チー

ムで取り組む以上，チーム内での不満・軋轢・

心の葛藤を経験し，また，チームで動くこと

の責任感・規律を感じて，チームで動くこと

の基本的なルールを学ぶことになった（「チー

ムで働く力」の「情況把握力」，「柔軟性」，

「規律性」の習得）３２。さらに，差し迫る書面

提出の期限，本番へのプレッシャーにもさら

された。こうしてゼミ生は，普段の授業や演

習，アルバイトや部活・サークル活動，日常

の友人関係では経験することのない幾重もの

ストレスに直面した（「チームで働く力」の

「ストレスコントロール力」の鍛錬）。ゼミ

生たちは，ストレスにさらされながらも，勉

強・チームワークの両面で，メンバーに働き

かけ，発信・傾聴を繰り返し，時には対立，

共感を感じながら，チームワークを形成・確

立し，問題解決のための主張を組み立てていっ

た（「前に踏み出す力」の「働きかけ力」，

「チームで働く力」の「傾聴力」，「発信力」

の発揮）。

ゼミ対抗法律討論会の開催は，学生に勉強・

法学に対してのモチベーションを与えること

を目的としていた３３。しかし法律討論会は，

図らずも，学生が，社会人基礎力の３つの力・

１２の能力要素を発揮・鍛錬する絶好の機会で

もあった。すなわち，講義で学んだ知識を実

際に活用し，社会に出て働くためのベースを

学ぶ場となったのである。これは，まさに

「社会人基礎力」概念が提案された趣旨である。

（３）小括

以上見てきたように，ゼミ対抗法律討論会

は，学生の社会人基礎力，３つの力・１２の能

力要素をそれぞれ伸ばしていくのに役立つこ

とが分かった。また，足立ゼミの経験から，

事前に社会人基礎力の概念を学生に伝達・理

解させることで，学生が法律討論会に（もち

ろん，それだけではなく大学生活全般にも）

主体的にコミットしていく動機付けを与える

ことができるようにも思われる。これは，討

論会当初の目的である，学生の勉強・法学へ
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資料１ 【社会人基礎力の位置づけ】

（経済産業省・提供）

資料２ 【社会人基礎力の構成】

（経済産業省・提供）

のモチベーションの向上にも繋がる。今後は，

法律討論会の開催目的に，社会人基礎力の育

成も加えていくべきだろう３４。その目的を実

現するために，教員自身が社会人基礎力を理

解し３５，準備段階から学生に社会人基礎力の

成長を自覚させる仕掛けを作っていく必要が

ある。具体的には，学生に向けて社会人基礎

力を解説し，討論会開催の意義（リーガルマ

インド・社会人基礎力の育成），討論会を通

じて学生のどういう能力を伸ばそうとしてい

るのか，それらの力を伸ばすことが，学生に

とって，どういうメリットがあるのか，それ

が将来どう活きてくるのかなどを説明し，節

目ごとにチェックシートを用いるなどして３６，

学生の自己評価と，教員からの評価のフィー

ド・バックを行うことであろう。そして，可

能であるならば，法律討論会以前の通常のゼ

ミ活動においても，社会人基礎力の観点から，

ゼミ生の指導に当たっていくことも考えてい

かなければならない。

社会人基礎力という学生育成のためのツー

ルを，学生の法教育・法学教育・専門教育に

おいて，どのように活用していくか，我われ

法学教員にとって，今後の課題である３７，３８，３８a。

法律学教育における法律討論会の効用と社会人基礎力の関係

― 75 ―



５．各ゼミの意見と今後の課題

３大学４ゼミ対抗法律討論会としてその規

模を拡大することにより，各ゼミ特有の事情

に基づく討論会に対する見解や意識が明らか

になると共に，討論会実施上の問題点も浮か

び上がった。以下では，各ゼミの討論会に向

ける取り組みを紹介すると共に，各ゼミから

得られた意見や，今後改善すべき運営上の課

題をいくつか挙げる。

（１）旭川大学（佐古田ゼミ）

①事前準備

旭川大学は昨年に引き続いての参加であっ

たが，昨年の参加者で今年も参加したのは３

年生１名のみである。２０１１年度の佐古田ゼミ

の学生は，３年生１名と２年生２名の計３名

であった。佐古田ゼミは，当初から大学対抗

法律討論会への参加を前提にゼミ生募集を行

うため，人数は少ないが，討論会で議論した

いという意欲ある学生が集まる。通常の演習

では判例研究を行っており，学生はほぼ毎月，

報告が当たるとともに，毎回の演習では３名

全員が少なからぬ時間を与えられ，質疑応答

の上，自分の意見を述べることが要求される。

あまりの負担に時としてスランプに陥ること

もあったが，全体としては，ゼミ生は討論会

での活躍を目標に前向きに努力してきており，

法的思考能力や論理的叙述能力は少しずつ着

実に向上してきた。

討論会参加に先立ち，人数の点で他大学の

ゼミと差が大きいため，憲法ゼミや１年生か

らも協力者や見学希望者を募り，準備期間は

毎回１１名が参加して勉強会を開催した。しか

し，他ゼミの学生は自分のゼミの勉強もあり，

また参加を決めたのが直前で，既に様々な予

定が入っていて十分に勉強時間が割けなかっ

たことや，ゼミの指導教員の勧めで参加を決

意したという経緯もあり，結局，討論会に向

けて積極的に準備を行ったのは，リーダー・

サブリーダーである本来の佐古田ゼミの学生

２名と憲法ゼミの３年生１名の計３名であっ

た。この３名が，日々，空き時間を見つけて

は，ゼミ室やロビーに設置されたＰＣ前に集

まり，読んできた資料に基づいて検討を重ね

つつ，レジュメを作成していくという形で行

われた。そして他の協力学生と１年生は，週

１回開催される全体勉強会に参加して，３名

の勉強の成果につき解説を受け，その解説の

範囲内で質問をし，リーダー・サブリーダー

がそれに答えるという形で全体勉強会は進行

した。このような状況であったので，最後ま

で人手不足で苦労したようである。他の学生

にも役割を分担するよう，担当教員としては

度々アドバイスしたが，リーダー・サブリー

ダーは，本来のゼミ生ではないだけに，負担

を強いるのが憚られた様子である。討論会終

了後の学生の反省によると，３名だけでやら

ずに，もっと他のメンバーと連携し，協力体

制を築くよう工夫していれば，より高順位が

出せたのではないかという点が，最大の反省

点であったようである。他面，それでも他ゼ

ミの学生が勉強会に参加してくれたことで，

普段の３名だけのゼミとは異なり，準備期間

中は学生が主体となって大勢で賑やかに議論

することができ，また他ゼミの学生とも連帯

感を持つことができたため，楽しい経験がで

きたと評価している。

なお，昨年の参加者であるリーダーは，昨

年の討論会では他の参加者に頼りすぎて負担

をかけたことを，昨年の反省事項として挙げ

ていたが，その反省からか，今年は他ゼミの

協力学生には無理な負担を強いず，自分が最

終的に責任をもつことで，最後まで皆に気持

ちよく参加してもらうということを強く意識

していた。このリーダーの方針により，旭大

チームでは準備期間中，特に問題が起こるこ

ともなく，雰囲気よく準備を進めることがで

きた。討論会への参加姿勢に関し，この学生

の１年間の成長はめざましいものがあった。

討論会の結果は，時として学生にとって受け
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入れがたい辛い経験となることがあるが，そ

の分学ぶところも多く，ゼミ対抗の討論会は

責任感の醸成に効果的であることが認められ

る。

②法律討論会当日

討論会当日，勉強会に参加した１１名のう

ち，３名がやむを得ぬ理由で欠席したが，６

名が討論会に参加し，１年生２名が見学席に

座った。

討論会では，入念な準備を行ったリーダー・

サブリーダーが主に発言を行った。勉強量の

差からやむを得ない面もあるが，他ゼミはチー

ム全体で役割分担をしたり，全員で話し合っ

たりしていたことから，後に学生達自身，役

割分担が出来ていなかったことを反省点とし

てあげていた。

討論では，佐古田ゼミは有権代理を前提と

して民法９３条但書類推適用説を主張し，他方，

相手方の長屋ゼミが民法９３条但書類推適用説

および表見代理説から主張を展開した。しか

し表見代理説は無権代理を前提とする主張で

あることから，原告が有権代理を主張し，被

告が無権代理を主張するのは，双方の立場か

らすると逆であると裁判官から指摘があり，

長屋ゼミがその指摘にしたがって表見代理説

の主張を取り下げるという一幕があった。そ

の結果，争点が９３条における過失の有無のみ

になってしまい，双方とも準備していった主

張のほとんどを提出する機会を失ってしまっ

た。順位も３位となり，学生としては悔いが

残る結果となったようである。学生達は，主

張の大方は準備できていても，入り口の議論

での主張の仕方を誤ると，全体に大きな影響

を与える結果となることから，最後まできち

んと詰める必要があること，今回，相手方の

主張に対応するには無権代理も追加し予備的

に主張したり，主張の仕方の工夫も検討すべ

きであったことを，学ぶ結果となったようで

ある。

我々教員の検討課題としては，学生に思う

存分勉強の成果を発揮させるとともに討論を

充実させ，公平な討論会とするためには，

ジャッジは学生が誤った主張をしても目をつ

ぶり，学生自身に十分な主張の機会を与えて，

学生同士の議論を通して軌道修正させるか，

あるいは後の講評で指摘するにとどめるのが

よいのではないかということが挙げられる。

私自身，別の対戦でジャッジ席に座って感じ

たのは，学生がどのような主張の展開を予定

しているかは，ジャッジには把握できないと

いうことであった。今年度は「言いたいこと

が言えなかった」という声が各ゼミから聞か

れたことから，次年度はジャッジの発言は訴

訟指揮等，最小限にとどめ，時間配分も含め

て極力学生主体で行うことが望ましいと思わ

れる。

③法律討論会終了後

討論会の勝利を目指して一生懸命努力して

きた彼らにとって，３位という結果は受け入

れがたいものであったようである。しかし悔

しさから，２年生の参加者は，来年は必ずよ

り高順位を出すと意気込んでおり，今回の結

果は今後のゼミの勉強を継続する上でかなり

強烈な刺激となったことも事実である。また

別の学生は，結果ではなく，討論会に参加し，

緊張感のみなぎる雰囲気の中，他大学の学生

相手に自分が主張を行い，相手方の議論を闘

わせたこと自体が大きな自信となり，貴重な

経験であったとの感想を語っていた。全体と

して，順位には不満足であるものの，結果の

受け止め方は前向きであった。他方，協力学

生は，参加の意思を表明しながら十分に協力

できなかったことを反省事項として挙げ，ま

た見学した１年生は，実際にゼミ間の真摯な

対戦を目の当たりにすることで勉強の必要性

を感じた様子で，自分たちも参加することに

なれば一生懸命頑張りたいと述べている。法

律討論会は３年生を対象としているが，佐古
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田ゼミでは１，２年生も参加・見学し，討論

会を経験している。早期に参加することで，

ゼミでの勉強の動機付けになっていることが

うかがわれる。

なお，討論会終了後，積極的に討論会に打

ち込んできた学生達は，行政書士試験や公務

員試験にチャレンジする意志を固め，目下，

試験勉強にいそしんでいる。決意するに至っ

た理由を聞くと，将来を決めるにあたってこ

れまでの大学生活をふり返り，やはり自分は

こつこつと法律の勉強を積み重ねてきたこと

から，これまでやってきたことを生かしたい

との気持ちがあるという。討論会参加後，積

極的に打ち込んだ学生の姿勢には変化が見ら

れた。本学の学生の多くは，推薦やＡＯで入

学し，一般入試に向けて集中的に勉強した経

験をもたない学生であるが，法律討論会に向

け時間の限りを尽くして勉強したことで，自

分もやれば頑張れるということに気づき，努

力してきたこと自体が彼らの自信になったの

ではないかと推測される。

以上が旭川大学佐古田ゼミの討論会に向け

ての取り組みと，その成果および検討課題で

ある。

（２）小樽商科大学（南ゼミ）

①事前準備

小樽商科大学（以下，小樽商大という）は

今回の法律討論会からの参加ということで，

実際のところ，当初，参加学生に戸惑いが見

られた。小樽商大商学部企業法学科では，一

部のゼミを除きゼミ対抗で他大学との交流が

少ないように見られる。したがって，他大学

との交流に戸惑う学生，参加ゼミが商法ゼミ

ということもあり，問題が民法からの出題と

いうことに戸惑う学生などが見られた。

法律討論会に参加するに当たって，ゼミ内

では，夏期休暇後，第一に，簡単な民法の復

習を行い，最低限の知識の定着を図った。そ

して，第二に，問題が公表された後，いくつ

かのグループ分けを行った上で，過去の裁判

例を検討するグループ，学説をまとめるグルー

プ，問題から具体的な事実をピックアップす

るグループに分かれ，それぞれのグループ内

で資料等を突き合わせながら検討を行ってい

た。なお，小樽商大はＹ側の立場となった。

そして，通常の演習の時間帯以外にもゼミ室

等に集合し，検討を行い，通常の演習時間帯

については，全員が参加しての知識や問題点

の共有を図っていた。ただし，それがどこま

で共有されていたかは微妙なところで，本番

直前まで問題点がどこにあるのか，どのよう

に主張すべきかが，よく理解していなかった

学生も見受けられた。なお，事前準備の段階

においては，基本的に担当教員による問題検

討のアドバイス等は行わなかった。もし，全

面的にアドバイスするとなった場合，それに

依存してしまう可能性があるためである。ま

た，問題作成者でもあったため，他大学の参

加学生との不公平が生じるからである。

事前準備の段階で，もっとも問題となった

のは，参加学生が全員で検討する時間帯が少

なかったことが挙げられる。これは３年ゼミ

が参加するということもあって，就職活動と

の兼ね合いが問題となっていた。例年であれ

ば，就職活動は１０月以降とりわけ１１月には本

格的に始まるが，２０１１年度（２０１３年度入社）

の就職活動は１２月から本格始動ということも

あり，１２月に入ってからは特に問題となった。

法律討論会直前期になって就職活動が本格化

したため，法律討論会当日にあっても，参加

できない可能性がある学生もいた（結果的に，

全員参加することができた）。事前準備の段

階で，次に問題となったのはゼミ内における

温度差だったと考えられる。すなわち，学生

のモチベーションとして，商法ゼミとして参

加するにもかかわらず，民法を学ばなければ

ならないことへの不満や，ゼミ内における知

識や理解力の差があったため，知識や理解力

という点で優れている学生が，それ以外の学

北 星 論 集（経） 第５２巻 第１号（通巻第６２号）

― 78 ―



生に対する配慮が要求されることになったた

め，若干の温度差があったように思われる。

結果的に，法律討論会当日における役割分担

により，解決した点もあるが，特に前者につ

いては今後の検討課題となるかもしれない。

②法律討論会当日

法律討論会当日においては，若干の緊張も

見られたものの，特に問題がなかったように

見受けられる。ただし，小樽商大からの参加

学生は初参加ということもあり，当日の進行

等に不安を感じる学生も多く，担当教員のそ

れに対するフォローが足りなかったように思

われる。とりわけ，どのような形で主張立証

していくのか，どのくらいの時間配分となる

のか，その他プレゼンテーション設備（パワー

ポイント等）の利用の可否，当日のレジュメ

の追加配付の有無という点は，あらかじめルー

ル化しておくべきであったと考える。

法律討論会当日における主張立証は，あら

かじめある程度役割分担をし，お互いにフォ

ローしながら全員参加で行ったと思われる。

特に他大学との交流ということもあり，身嗜

みや立ち居振る舞い等については，あらかじ

め担当教員から注意を行っていたため，その

点も守られており，良かった。担当教員自身，

インターカレッジエイトネゴシエートコンペ

ティション（大学対抗交渉コンペティション）

に参加した経験を有していたため，それを想

定しながらのものである。

討論時は，冒頭，自らの主張を簡潔にまと

め，主張の骨格を中心に陳述した。そして，

裁判官役の教員から論点整理がなされ，それ

ぞれの論点に対して，自己に有利な主張を行っ

ていった。また，過去の裁判例を示しながら

行った。しかし，主張した際，何度か相手方

が相談しあったため，時間配分がうまくとれ

ず，やや不満の残る形だったかもしれない。

また，法律討論会等でよく見られるが，議論

が煮詰まらないまま，時間等の都合により，

次の論点に進むといったこともあり，それに

対しても不満が残ったようだ（とりわけ，相

手方が何度か相談しあうたびに中断すること

になり，その不満が増幅したように思われる）。

この点についても，持ち時間制等を導入する

ことも一考に値するかもしれない。また，参

加学生からは，こちら側の質問に対してはぐ

らかされているのではないかとの疑問が生じ

る反論（回答）もあったとのことである。担

当教員としては気になる程度のものではなかっ

たが，やや小樽商大の参加学生が空回りして

いる様子はうかがえた。確かに，法律討論会

終了後，学生からは煮え切らない感じを受け

たものの，多くの学生は学習の成果として一

定の満足はあったように思われる。

ところで，参加学生から参加態度の面で若

干の指摘を受けた。評価する際には，参加態

度等については特に指摘されていなかったた

め，一般的に気になる程度のものではなかっ

たのかもしれないが，ルール作り自体も含め

て検討する余地は残されているように思われ

る。

③法律討論会参加後

上述したように，法律討論会当日の議論で

は，やや煮え切らない形で終わったとの指摘

を参加学生から受けたものの，一定程度の学

習効果はあったように思われる。とりわけ，

文献の探し方・読み方，判例の探し方・読み

方，実際の訴訟形式を模しての議論の方法に

ついてある程度身についたのではないかと思

われる。特に前二者については，卒業論文作

成の際に，身につけるべき最低限度のスキル

と考えられるから，非常に重要なものであっ

たように思われる。また，演習では基本的に

単独での報告等をしていたため，チームとし

てどのように進めていくべきか，ということ

も自分たちでコントロールしながら行うこと

ができたということも大きな成果であったよ

うに思われる。
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しかし，最後に二三の課題を指摘しておき

たい。

第一に，小樽商大のゼミは商法ゼミという

こともあり，最後まで「なぜ民法なのか？」

という意識があったように思われる。確かに，

旭川大学や北星学園大学（長屋ゼミ）は民事

訴訟法ゼミということもあり，民法をベース

に考えざるを得ないというのも仕方がない側

面もある。したがって，民法をベースに問題

作成を考えるとなるのは仕方がない，という

のであれば，それに対するフォローが必要で

あるように思われる。これは小樽商大の担当

教員としての今後の課題であろう。考えられ

るものとして，たとえば，今回の法律討論会

の問題のように会社法的な発想ができる問題

や，商取引法的な問題を検討する余地はもし

かしたらあるかもしれない。

第二に，法律討論会当日の進行についてで

ある。小樽商大からの参加学生の多くから，

当日における進行について，もう少し明確に

しておいてもらいたいとの意見があった。特

に，今回初参加ということもあり，参加学生

は当日がどのように進行するのか，というこ

とに不安を感じていたようだ。担当教員は一

昨年度（２０１０年度）に問題作成者及び裁判官

役（ジャッジ役）として参加した経験がある

が，特にマニュアル等もなく，その場で指揮

していたという側面も多少なりともあったた

め，当日どのような形で進行していくのか，

きちんと説明することができなかったと思わ

れる。これについても参加学生の先輩から後

輩に対する説明や指導が重要かもしれない

（ただし，小樽商大のゼミは３年生と４年生

が原則別々に開講されるためその連携をどの

ようにするかという小樽商大特有の課題が存

在する）。特に，足立ゼミは既に何度も参加

しており，また先輩から後輩に対する指導が

しっかりしているだけに，その課題が浮き彫

りになった。

第三に，採点及び評価についてである。最

終的には，北星学園大学（足立ゼミ）が最優

秀ゼミとして紹介されたが，そこに至るまで

の評価プロセスがややはっきりしなかったた

め，参加学生からより具体的な評価について

知りたかったとの指摘を受けた。この指摘は，

今後の学習に対する方向性を考える上でも重

要と考えられるから，その点も検討しなけれ

ばならないかもしれない。もう少し，明確に，

かつ具体的な評価手法の確立が望まれる。

以上，小樽商大からの参加の様子と，参加

学生の姿から見えた数点の課題を指摘した。

（３）北星学園大学

①足立ゼミ

足立ゼミのゼミ生が，２０１１年度ゼミ対抗法

律討論会に向けて，どのように準備を行い，

法律討論会に臨んだかを，主に社会人基礎力

育成の観点から紹介する３９，４０。足立ゼミ生は，

「社会人基礎力グランプリ」への出場経験か

ら４１，「社会人基礎力」について多少の知識と

理解を持っていた。２０１１年度法律討論会・足

立ゼミのリーダーを務めた学生とサブリーダー

（討論会当日リーダー代理）の学生の報告で

ある。

【２０１１年度 ゼミ対抗法律討論会 準備システ

ム】（文責：討論会リーダー）

私たちは，法律討論会に臨むにあたって，

次のような準備システムを構築した。

１．リーダー・サブリーダーの決定

リーダーは立候補，サブリーダーはリーダー

の指名により決定した。

２．リーダー・サブリーダーの役割

・問題の論点抽出。

・メンバーに向けての課題内容の決定。

・参考文献の指定。

・毎回の会合内容の決定と司会進行。

・その他，チーム運営上の事務（ゼミ紹介

文の作成，連絡など）。

３．会合（勉強会について）

・週に２，３回，９０分から１２０分程度の会
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合を開催した。会合では，論点の確認，

判例・学説の内容の確認，メンバー間で

疑問の解消・確認，主張の作成・精査な

どを行った。

４．資料について

・会合の議事録（勉強会の成果）をメンバー

間でローテーションで作成した。

・勉強用資料を作成した。主要な学説，た

とえば，信義則説，民法９３条但書類推適

用説や判例をまとめたレジュメを作成し

て，メンバー間で共有した。このレジュ

メは，勉強が進むごとに改訂した。

・参考文献表を作成し，資料が追加される

ごとに改訂した。※これらの資料・レジュ

メはすべて，インターネット上に「議事

録保管庫」という専用ページを作成して

保管した。メンバーが自由に確認できる

ようにするためである。ただし，他ゼミ

に漏れてはまずいので，サーチエンジン

で検索しても表示されないように設定し

た。

５．資料収集・管理について

問題と類似の最高裁判例を，判例検索サー

ビス（TKC）で検索し，そこからイモヅル式

に，判例評釈・参考資料を収集した。収集し

た資料は通し番号を振って管理した。

【２０１１年度 ゼミ対抗法律討論会を振り返っ

て】（以下，各学生の発言を足立が抜粋した。）

討論会リーダー：「私はリーダーとして，メ

ンバー間で知識量に差が出ないようにする

ことに最も留意した。それを防ぐために，

勉強用資料（システム４を参照）を作成し

た。その結果，メンバー全員で，基礎知識

を共有することができ，各自が自主的に勉

強を進めていく『主体性』を身につけるこ

とができた。法律討論会を経験して，メン

バー全員が最も伸ばすことができた能力は，

『考え抜く力』だと思う。

『チームワーク』について幾つかの問題

が見られた。まず，提出課題をグループ課

題とした際に，一部のゼミ生が手を抜くこ

とによって，他のゼミ生に負担がかかった

り，手を抜いたゼミ生の知識・理解が乏し

くなってしまうことがあった。さらに，会

合（勉強会）では，リーダー・サブリーダー

からの発言が多く，メンバーが発言する機

会が少なくなってしまった。しかし，全体

的に見て，メンバーそれぞれが自らの役割

と課題をこなし，『ストレス耐性』も身に

つけることができたと思われる。私自身，

所用のため討論会に参加できなかったが，

サブリーダーを中心に討論会に臨むことが

できた。」

討論会リーダー：「討論会当日，リーダーは

不在だったが，メンバー全員が，準備期間

よりもやる気に満ち溢れていて，『チーム

ワーク』を実感した。討論自体は，準備不

足を実感し，満足出来るレベルではなかっ

たたが，メンバー全員で協力しながら進め

ることができ，楽しく行うことができた。

私たちは昨年に引き続き２回目の討論会だっ

たので，リラックスして臨むことができた。

個人的な感想を述べると，準備不足を討

論中に実感した。印刷物を控え室に忘れて

きたり，準備期間中の会合で問題視されつ

つも放っておいた論点を相手方から攻撃さ

れ，もっと勉強しておけば，と後悔した。

討論会の進め方について，討論の時間が

短かったので，中途半端に討論が終わって

しまい，討論が終了してからモヤモヤとし

ていた。閉会式で順位が発表されたが，な

ぜその順位なのかの理由がフィードバック

されなかったので，さらにモヤモヤとし，

後味が悪かった。時間をかけて準備してき

たものだったので，スッキリ終わらせたかっ

たが，なんとなく終わった・達成感も何も

無いと感じてしまった。今後は，討論結果・

評価のフィードバックには力を入れて欲し

い。」
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足立ゼミでは，法律討論会に臨むにあたっ

て，リーダーの学生が，討論会までのスケ

ジュールを立て，勉強方法・勉強内容につい

てもリードした。チームワークについても，

既に以前の他企画でチーム運営のノウハウを

蓄積していたので，トラブル回避の仕掛けを

予め用意していた。しかし，１ヶ月弱の準備

期間中，リーダーの学生が振り返っているよ

うに，メンバー間で，勉強している・してい

ないなどについての若干のトラブルがあった

ようである。トラブルに対しては，リーダー・

サブリーダー・メンバーが，それぞれの役割・

個性などを考えながら，対処していったもの

と思われる。討論会当日，リーダーが所用で

欠席したが，サブリーダーが何事もなかった

ように代役を果たし，それ以外のメンバーも

サブリーダーを支え，各人の役割を果たした。

ゼミ生は，与えられた課題を自分自身のミッ

ションと捉え，それに誠実に取り組むことが，

自らの成長に繋がることを自覚していた。

「社会人基礎力」への認識・理解が，ゼミ生

の主体性・積極性・自覚を生んでいたと考え

ることもできよう。

なお，法律討論会の準備・運営などについ

て，ゼミ生から，大きな問題点の指摘はなかっ

た。強いて述べれば，先にサブリーダーの学

生が挙げた評価の決定理由が分からなかった

点，その他こまごまとした点（当日の準備・

後片付けの学生同士の連携，他大学の学生に

対しての配慮―例えば，図書館，パソコン室

の利用の便宜を図ること，レセプションでの

交流の仕方など）である４１a。

②長屋ゼミ

長屋ゼミにおいては，討論会の参加を決定

するにあたり，当初のゼミ生の意識は，「や

れと言われればやる（が，できればやりたく

ない）」という，どちらかというと消極的な

ものであった。というのも，ゼミ生募集の段

階（前年度の１２月）では，ゼミとして本討論

会への参加が決定していたわけではなく，そ

のため学生も討論会の件は全く知らされてお

らず，寝耳に水だったからである。しかし，

参加するからには頑張ろうというリーダーの

声の下，多人数ゼミの利を活かし，人海戦術

で資料を収集しつつ，小グループを組み，役

割を分担しながら準備作業を進めてきた。そ

の中で学生達は，他のゼミ同様，個人の取り

組み方の差から軋轢を生じる場面に遭遇し，

一人ひとりがそれを乗り越えようと努力した

ように見受けられる。最終的に，リーダーと

サブリーダーを中心に，ゼミ全体の問題とし

てどのように解決していくかを話し合い，全

員で協同する意味や意義を確認し討論会に取

り組むことができたようである。

また，実際に討論会に参加した上で，大別

すると，討論会の進行や方式について，問題

とレジュメについて，その他という３項目に

ついての意見・要望があがった。

第一に，討論会の進行や方式についてであ

る。長屋ゼミは第一試合で佐古田ゼミと対戦

した。今年度初参加であり，それまでに他の

討論会に参加したという経験もなかったこと

から，当初より暗中模索の状態であり，加え

て当日は，討論会の雰囲気と，前年度経験し

ていた佐古田ゼミの落ち着きに，のまれてし

まったようである。討論会開始後も，進行側

から詳細な進行予定を提示されたわけではな

く，単に口頭による説明のみであったことか

ら，討論会がどのように進んでいくのかとい

う全体の流れを今一つ把握できないままに，

討論会が開始され終了してしまったという感

想が聞かれた。また，主張，質問と回答，討

論，考える時間が予め決められていたわけで

はなかったため，特に討論の時間が短かった

ことに対する不満が寄せられた４２。

第二に，問題とレジュメについてである。

民法上の論点を扱うことに対し，学生の中に

は不安を感じる者が多かったように思われる。

この不安は，民法を深く学習していないとい
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う理由の他，民法のゼミが始めから有利であ

ると感じたということにも起因するようであ

る。民法上の論点を題材とすることの適否は

南ゼミからも指摘されるとおりであり，民法

は商法，民事訴訟法を学ぶ上でも基本である

とはいえ，それを題材にすることは，民法の

ゼミが参加する以上，学生にとっては不安や

不公平感を感じる材料ともなり得る。本法律

討論会では出題範囲を総則・物権分野に設定

したが，このように出題範囲を考慮すること

のみで，どの程度これらの不安や不公平感を

払拭することができるのかは定かではなく，

今後，様々な角度から検討することが必要で

あろう。

また，問題に対して，その解説を望む声が

多く聞かれたのは，重要な指摘であると考え

る。学生達は，論点を把握することは概ねで

きていたが，どのような主張を主軸に据える

事で，X，Yはそれぞれ勝利することができ
たのかという点について特に知りたかったよ

うであり，この点に関する具体的な解説の場

は，進行上特に設けられてはいなかった。こ

れは，我々運営側が，試合後に行われたレセ

プションにて，参加学生は個別にジャッジや

問題作成者に質問するということを想定して

いたためであったように思う。学生達は，午

後からの第二試合を観戦することができたた

め，第二試合の議論展開と自分達の議論展開

を比較することができ，自分達と同様の主張

を展開しているにもかかわらず，どのような

点で評価が分かれたのか，ジャッジの視点を

知りたいという欲求がヨリ強く現れたものと

推測する。今回のように多数のゼミが参加す

る場合，評価の公平さを担保するためにも，

上記のような視点を明らかにすることは必要

であろう。これを明確にすることは，同時に，

自身がアウトプットした学習の成果が，正し

い道筋に則ったものであったのかどうかフィー

ドバックして考える機会を学生に提供するこ

とでもあり，法律討論会の教育的効用を促進

することに繋がる。

レジュメについては，学生の間で若干戸惑

いがあった。というのも，提出する書面が

「レジュメ」であるのか，あるいは「準備書

面」であるのか，それによって作成形式や提

出時期が異なるのではないかという疑問があっ

たからである。長屋ゼミは被告Ｙ側として討

論に参加したが，問題文に「訴訟代理人とし

て」法的主張をせよとの指示があることから，

学生は討論会という名の模擬裁判を想像し，

そうであるとすると，提出する書面は「準備

書面」となり，原告の提出を待って被告が書

面を提出するべきであると考えたようである。

そのため，同時に書面を交換する方式に違和

感を覚えつつも，被告として，原告の法的主

張を想像して仮の抗弁を構成した書面を作成

するに至ったものであり，体裁上，他のゼミ

とは大きく異なるものになってしまった。本

討論会参加にあたり，指導教官として筆者自

身が討論会の詳細な説明をしなかったことも

原因であることは否定できないが，この戸惑

いは，学生が民事訴訟法のゼミに所属するか

らこそ感じた違和感であり，その意味におい

ては，日ごろの学習成果が表れたものである

と肯定的に評価したい。裁判形式で行うこと

は，先にも述べたよう本討論会の一つの特徴

であるが，殊，訴訟法のゼミに所属する学生

に対しては，模擬裁判とは異なることを周知

するべきであろう。加えて，問題の作成や学

生に対する指示に際しても，用語の使い方等，

注意する必要がある。

最後に，上述の他に出された意見としては，

同大学で対戦することは避けるべきであると

いったことや，資料の貸出しについて，参加

大学以外の先生にジャッジを頼むべきといっ

たような要望であり，主に同大学内で円滑か

つ公平に討論会を実施するための要望といえ

る。
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おわりに

以上，法律討論会の実施を通し，法学部以

外の学部における法律学の教育的効用や，社

会人基礎力涵養という側面を中心的に検討し

てきたが，これらの事項の達成をヨリ適切に

評価するためには，討論会の継続的な実施に

よる実証の積み重ねが必要である。また，実

践的な教育の実施という点から見る時，現在

の法律討論会の形態を維持すべきであるか，

あるいは新たに展開させるべきかの検討が必

要となると共に，討論会を補うような，また

は討論会を発展させるような授業科目展開を

視野に入れることも考えるべきであろう。

また，討論会運営においては，多くのゼミ

において指摘されているよう，進行予定につ

いて各参加ゼミに予め提示すると共に，主張，

質問と回答，討論等の時間を設定し，タイム

キーパーを据えるなどして，討論の充実をは

かるようにすべきである。この点，今年度の

法律討論会においては既に改善を予定してい

る。さらに，討論会の教育効果を高めるため，

問題についての解説を行うと共に，学習の達

成度がどれ位であったのかを，適切な評価基

準による評価を通して，自己認識させる仕組

みを構築する必要がある。加えて，討論会の

実施時期を就職活動に影響のない時期に設定

すること４３も，討論会に集中させる為には必

要な配慮と言え，学習以外の面においては，

発言の際に自己の名を名乗る等を徹底し，討

論を行う以前のマナーを意識させることも重

要である。

本件のような大学間で実施する法律討論会

は，北海道においてはその取り組み実績が殆

ど見られず，前例がない中での実施というこ

ともあり，ここで指摘してきた問題は氷山の

一角に過ぎないかもしれない。今後も，継続

的な実施の中でヨリ充実し洗練された法律討

論会の開催を目指し，北海道における取り組

みの良き前例となるよう検討を重ねると共に，

実践的教育を実現していきたい。

最後に，本法律討論会においてジャッジと

してご協力下さった北海道大学助教 稻垣美

穂子先生と，本学の篠田優教授に，心より感

謝申し上げる。

――――――――――――――――――――
１ 法律討論会の実施にあたっては，アドバイスを含

め，教員は一切の手出しをしないことがルールと

なっている。なお，ゼミ担当教員のみならず，他

の全ての教員も同様である。
２ 問題作成に当たっては，いくつかの条件があった。

レベルや内容が各大学の学生にとって平等になる

ように，複雑な論点を争点にすることを避けたこ

とである。例えば，旭川大学経済学部では民法が

契約法と物権法の計４単位として，小樽商科大学

商学部では民法を民法・基礎Ⅰ，民法・基礎Ⅱ，

民法Ⅱ，民法Ⅲ，民法Ⅳと計１６単位と単位数にば

らつきがあるため，カリキュラム上，事前準備の

面で参加大学に不均衡が存在している。したがっ

て，各大学で最低限要求される民法の基礎知識か

ら問題を作成することを心がけた。そのため，内

容については，民法総則や契約法を中心に，また

レベルとしてはできうる限り，論点の数を増やし

すぎないことが挙げられる。なお，このような形

での問題作成については，後述するように，検討

課題の一つして挙げたい。
３ 会社法における議論につき，江頭憲治郎ほか編

『会社法判例百選（第２版）』〔山田廣己執筆〕（有

斐閣，２０１１年）１３４頁～１３５頁参照。
４ このことについては，普段の講義において，事例

問題に対する考え方等を教授する必要があると考

えられる。
５ 大判昭和１６年５月１日新聞４７２１号１４頁，最判昭和

３８年９月５日民集１７巻８号９０９頁，最判昭和４２年４

月２０日民集２１巻３号６９７頁，最判平成４年１２月１０日

民集４６巻９号２７２７頁。
６ 我妻栄『新訂民法総則』（岩波書店，１９６０年）１６１

頁，四宮和夫＝能見善久『民法総則（第８版）』

（弘文堂，２０１０年）２０１頁，内田貴『民法Ⅰ（第４

版）』（東京大学出版会，２００８年）１４４頁参照。
７ 川島武宜『民法総則』（有斐閣，１９６５年）３８０頁。
８ 前掲注（６）・四宮＝能見３０８頁。
９ 前掲注（６）・内田１４５頁。
１０ 前掲注（６）・四宮＝能見１９９頁。より具体的には，

「実際にはその事実を知らないが，注意すれば気
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づくことができた」といえる場合（有過失）と説

明される（奥田昌道＝安永正昭『民法１総則（第

２版）』〔大中有信執筆〕（悠々社，２００７年）３３頁）。
１１ 前掲最判昭和４２年における大隅裁判官の補足意見。
１２ 前掲注（３）・山田１３４頁～１３５頁参照，江頭憲治郎

『株式会社法（第４版）』（有斐閣，２０１１年）４０１頁

～４０２頁参照，伊藤靖史ほか『会社法（第２版）』

〔大杉謙一執筆〕（有斐閣，２０１１年）１７９頁参照。
１３ 川島武宜＝平井宜雄編『新版注釈民法２（総則）』

〔稲本洋之助執筆〕（有斐閣，２００３年）３００頁参照。
１４ この第二の方法が学生の法律の学習にとって重要

と思われる。過去の裁判例を検証し，どのような

場合に，過失があるとされ，どのような場合には

過失がないと明らかにすることが重要な学習であ

ると考えられる。
１５ Ｙ側が民法９３条但書が悪意または重過失に限って

いることを主張し，それが認められた場合には，

Ｘ側はＹ側の重過失を主張することになる。
１６ 第一試合，第二試合共に同一問題で討論を行うこ

とから，公平さを期すため，第二試合のゼミは第

一試合の観戦が禁じられた。
１７ 所属大学の内訳は，旭川大学６名，小樽商科大学

１１名，北星学園大学２２名である。
１８ なお，旭川大学佐古田ゼミは，２年生メンバーも

参加している。
１９ 例えば，全日本学生法学連盟に加盟する大学によ

る全日本学生法律討論会においては，１２月初めに

討論会が開催されるが，問題の提示は１０月末であ

る。
２０ 法律討論会としては，前注で示した全日本学生法

律討論会の他，末川杯争奪法律討論会，新島襄記

念法律討論会など全国において様々に開催されて

いるが，その多くは与えられた論題について立論

し，その論旨を報告した後に質疑応答を行うとい

う形で行われている。
２１ この点，ジャッジを務めていただいた稻垣先生か

らは，本人訴訟の様を呈するとの評を頂き，スムー

ズな討論のためには，ジャッジ（あるいは進行役）

による適切な争点整理等，訴訟指揮的関与が重要

になる旨のご指摘を頂いた。
２２ このような上告審の模擬裁判を，法律問題に焦点

を合わせた「法的思考ゲーム」であるとするもの

に，小島武司・加藤新太郎・那須弘平編『民事模

擬裁判のすすめ』（有斐閣，１９９８年）１９６頁〔山城

崇夫執筆〕。
２３ 小島他・前掲注（２２）１９７頁以下では，実体法の

学習を始めたばかりで，民訴の段階まで進んでい

ない者であっても，上告審弁論を行うことは可能

であるとし，その具体的手法として，第一に，材

料とする上告審事件を著名な最高裁判例を下敷き

にすること，第二に，書式にとらわれず，法的論

理を述べた文書を作成し，これを一回だけ交換す

ること，第三に，上告人・被上告人それぞれが持

ち時間を決めて弁論を行い，その際，裁判長役が

積極的に介入して進行すること等を挙げている。
２４ 木俣由美「二一世紀における法学教育―「法学部」

が消える日」法律時報７３巻８号６８頁。
２５ 本学においてもロースクール進学者がいないわけ

ではないが，学年に１名程度である。また，行政

書士の資格を取る者もいるが，必ずしもそれを生

業としていくわけでもなく，むしろ資格を有しつ

つも一般企業へ就職する傾向が強い。
２６このような法的思考力の多面性につき，中村雅麿

「法的思考力の涵養について」鹿児島大学法学論

集３２巻１・２号２３２頁以下。
２７本学においては，法律科目の展開に関して言うと，

法学部とほぼ変わらないカリキュラム編成となっ

ている。したがって，カリキュラム上法学部との

差異は無いに等しい。しかし，法律科目だけが用

意されているわけではないことから，他の科目と

の履修バランスは個人の志向によって異なり，単

位の取り易さに影響される場面も少なくない。苦

手な法律科目からの逃げ道がいくつかあるという

状況と，法律科目によって単位を積み重ねなけれ

ばならない状況とでは，勉強の取り組み方におい

て根本的に差が生じるのではないだろうか。
２８問題の詳細については２．参照。
２９ただし，履修者数や報告回数との兼ね合い等，演

習の実施計画からして，一つの問題に対してかけ

られる時間に制約がある部分があることも否定で

きない。
３０２０１１年度「社会人基礎力育成グランプリ２０１１」北

海道・東北地区応募校の頁（https：／／www．
kisoryoku．net／grandprix／entry０１．html）を 参 照
（２０１２年５月７日現在）。「社会人基礎力育成グラ

ンプリ」とは，大学の授業・演習を通して，学生

の社会人基礎力がどれだけ成長したかを競う大会

である。各地区の予選大会を勝ち上がった大学が，

全国大会でその成果を競い，優勝校が決定される。

私のゼミは，２年連続で予選敗退している。

私の演習では，民事判例研究と外部講師を招い

ての講演会の企画・開催の２つの活動を行ってい

る。判例研究では，３，４名のグループで研究結

果を発表させて，ゼミ生間でディスカッションを

法律学教育における法律討論会の効用と社会人基礎力の関係
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行う。学生は，準備に２，３週間をかけ，毎回１０

頁を超えるレジュメを提出する。講演会の企画・

開催については，外部講師（現役銀行員や法律実

務家）との折衝，講演内容の決定・検討・勉強，

講演会当日の運営すべてをゼミ生に任せている

（講演会の企画・開催については，北星学園大学

経済学部 経済法学科 HP「ゼミの活動」の頁
（http：／／www．hokusei．ac．jp／ECLA／０４＿０３＿se-
miother．html）を参照（２０１２年５月７日現在））。
「社会人基礎力育成グランプリ」では，後者の活

動を発表した（今年度も出場予定である）。

「グランプリ」，「社会人基礎力の育成」につい

て，足立の見解を述べさせていただきたい。「社会

人基礎力グランプリ 北海道・東北予選大会」で

は，街作り，経営，教育，ボランティア，キャリ

ア関係科目など，フィールド・ワークを通じて，

学生の社会人基礎力がいかに成長したかについて

の発表が多かった（グランプリ HPを見る限り，
全国大会でもそのようである）。そして，予選大会

の審査員もそのような活動に食い付きがあったよ

うに感じる。私自身は，学生がまじめに勉強に取

り組むことで－学生が法的問題をじっくりと考え，

それを演習などでディスカッションすることで，

つまり，教室でも，学生の「社会人基礎力」は成

長すると考えている（「社会人基礎力 育成の手引

き」２４２頁以下でも，東京女子大学 現代教養学部

の今村楯夫教授の英語講読の講義での取り組みが

紹介されている）。しかし，この概念の実際の運用・

評価において，フィールド・ワーク的な実地活動

が評価・重視されるのであれば，それには疑問を

感じる。学生の傾向として，机に向かって専門書

や判決文と睨めっこしているよりも，実際に現場

に出て活動する方を好む。もちろん，私も，学生

が社会・仕事の現場に出て活動することを否定す

るものではない。しかし，フィールド・ワーク的

な実地活動が社会的に評価され，それが就職活動

の際にも考慮されるとなると，学生はそちらばか

りを見るようになり（実際に，こういう傾向は顕

在しているように思う），学生に専門的な理論教育

（座学）の重要性を理解させ，それを施していく

ことが難しくなるように思われる。

現在，就職活動においても，インターンシップ

や大学外での活動が重視される傾向があるように

思う。しかも，就職活動について，建前上は，４

年次の４月以降に企業側が採用活動を開始すると

される（日本経団連・「新卒者の採用選考活動の在

り方について（２０１１年１月１２日）」）が，現実には

３年次の秋には就職活動が開始する。このような

現状をみるに，私は，学生の大学・専門教育離れ

は憂慮すべき事態にあると考えている（３年次の１２

月に行う法律討論会でさえ，就職活動との両立が

大変だという声が学生からあがっている―いった

い大学の存在意義とは何なのか。就職予備校では

ない）。もちろん，大学教育自体，多くの問題を抱

えているが，産業界・企業側としても，就職活動

のあり方，学生評価のあり方（既に指摘されてい

ることだが，企業は，学生の採用基準と評価結果

を公表すべきである）を，建前論ではなく，真剣

に見直す必要があると考える。このままでは，学

生は，大学では，しっかりとした教育も受けられ

ず，就職活動においては，情報に翻弄され，何度

も企業から「お祈り」され（落とされ），生気を失っ

ていく。大人の事情に振り回される学生が一番の

被害者である。
３１ 平成１７年７月７日・経済産業省 News Release・
第１回「社会人基礎力に関する研究会」の開催に

ついて（経済産業局 産業人材制作室

http：／／warp．da．ndl．go．jp／info：ndljp／pid／２８２０４６
／www．meti．go．jp／policy／kisoryoku／kenkyukai．
htm（２０１２年５月７日現在））を参照。

３２ チームで動くための，これらの基本的な力は，従

来，家庭や，部活動などの団体活動で学ぶもので

あったと思われる。しかし，最近の学生を見てい

ると，家庭や，部活動などの団体活動の教育力が

低下しているように感じられる。
３３ ゼミ対抗法律討論会は，足立が旭川大学に在職し

ていたときに，旭川大学 佐古田真紀子准教授の

発案で開始された。勉強しない・法学に関心のな

い学生に，勉強させよう・法学に関心を持たせよ

う，さらには，学科・大学を盛り立てようと考え

ての取り組みだった（１．（５４頁）参照）。第１回法

律討論会の足立ゼミでは，討論会１週間前に一部

のゼミ生が「なぜこんな苦行をしないといけない

のか」と勉強を放棄（ゼミ生と話し合いを持ち，

何とか取り組ませた），討論会では佐古田ゼミのゼ

ミ生と感情的な対立，討論会で敗北したのが余り

にも悔しくて討論会後大暴れと，トラブルが続発

した。しかし，討論会後，参加したゼミ生の意欲・

態度が明らかに変わったことを覚えている。勉強，

それ以外の活動にも意欲的に取り組み始めたので

ある。討論会に参加したゼミ生の変化は，下の学

年のゼミ生にも好影響を及ぼした。下の学年のゼ

ミ生は，「自分たちも先輩たちのようになりたい」，

「来年度は自分たちが取り組むのだ」とロール・
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モデルを得て，勉強および大学生活への意識を高

めた。振り返ってみるに，第１回・第２回法律討

論会は，旭川大学内部で行っていたこともあり，

牧歌的だったが，学生指導の点で学ぶことが非常

に多かった（楽しい経験だった）。蛇足だが，周辺

地域の高校生を入学のターゲットとした地方大学

における学生教育・指導のあり方も，旭川大学で

は学ぶことができた。とくに，旭川大学 江口尚

史教授（経営学）のゼミ活動，学生指導の仕方か

らは大きな刺激を受け，多くのことを学ばせてい

ただいた。
３４「社会人基礎力 育成の手引き」のモデル・ケー

スには，法学部・法学系学科での社会人基礎力育

成の取り組みは取り上げられていない。社会人基

礎力の概念自体，そして，それと法教育・法学教

育との関連が，いまだ浸透していないことにもよ

るのだろう。もっとも，それぞれの法学教員が，

授業・演習で，社会人基礎力育成にも繋がる学生

教育の仕方について悩み，創意工夫している。ま

た，様ざまな大学で，法律討論会のような試みは

行われている。我われが，ゼミ対抗法律討論会を

通じての学生の社会人基礎力の育成のモデル・ケー

スを提供していくべきだろう。
３５ 我われ教員自身も社会人基礎力を備えることが必

要である（「社会人基礎力 育成の手引き」９２頁以

下，４８８頁以下。特に，１４４頁以下の法政大学 諏

訪康雄教授のご指摘は，私自身，耳が痛いところ

である）。
３６ さしあたりは既存のチェックシート（経済産業省

「今日から始める 社会人基礎力の育成と評価」

の 頁（http://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/h
１９reference.htm（2012年５月７日現在））掲載の
評価シートを参照）を用いるが，法教育・法学教

育の特性に応じて，チェックシートの調整・改良

を重ねていくべきである。
３７ 法学部・法学系学科の場合，法教育・法学（専門）

教育と「社会人基礎力」の育成をどう関連づけて

いくかが問題となる。足立は，「社会人基礎力」と

法教育・法学教育は相通ずるものがあると考えて

いる（法教育に関して，関東弁護士連合会編「こ

れからの法教育 さらなる普及に向けて」（２０１１年）

（特に第１章）や，大村敦志の一連の法・法学教

育に関しての著作を参照）。
３８ 法学部ではない法学系学科において，法学教育を

どう行っていくかについて，足立の私見を若干述

べさせていただきたい。私は，（おそらく中学・高

校で学んできたといえども，）まずは，法教育を行

うことが必要であると考えている（１年演習）。そ

して，それを踏まえたうえで，各学科が，育成の

目的に掲げている学生像に沿った，法学・専門教

育を行っていく。私の所属する「経済法学科」で

あれば，「経済と法律のスペシャリストの育成」を

目的に掲げていることから，公務員または金融機

関に務める企業人を育成するための法学・専門教

育を行っていくことになる。したがって，本学科

の法学・専門教育は（私法系に限って言うなら），

より実学志向の特徴を持つべきだと考えている。

そのためには，民事実体法と手続法（特に，倒産

処理法）との関連を重視し，それに対応した科目

を設置することや，可能であれば，教員（または

学科）が金融機関とコラボレーション（産学連携）

して学生を教育していくことなども考えていく必

要があるのではないかと考えている。今後，本学・

長屋准教授と，法学系学科における学生の私法教

育他についての共同研究を立ち上げ，研究と実践

を進めていく予定である。
３８a法律討論会と社会人基礎力の関係の検討について，

長屋准教授が集計した学生アンケートの結果を活

かすことができなかった。他日を期したい。
３９ 足立のゼミの学生は，前掲注（３０）に掲げたよう

に，普段からチームとしての活動を行っている。

また，法律討論会自体，昨年に引き続き，２度目

の参加である。したがって，ゼミ生は，チームワー

ク形成・法律討論会の準備にあたってのベースと

方法論を持っている。たとえば，ゼミでは，外部

講師による講演会を企画・開催するための「企画

マニュアル」がゼミ生によって編纂されている

（企画開催ごとに，改訂が加えられている）。これ

は，ゼミ生が，ある外部講師（現役銀行員）から

アドバイスを受けて作成をしたものである（当該

外部講師との交流は，現在もなお継続的になされ

ている）。マニュアルには，企画の進め方，チーム

を円滑に運営していくための方法論（事務手続き

や心構え）などが記されている。
４０ 旭川大学・佐古田ゼミのゼミ生の中にも，昨年度

に引き続き，法律討論会に参加した学生がいた。

準備，討論ともに，昨年の経験が活かされていた

ように感じた。
４１ 法律討論会の準備期間の途中１１月２２日に，討論会

にも参加した何人かのゼミ生が「社会人基礎力グ

ランプリ２０１１ 北海道・東北予選大会」に出場し

た。これらのゼミ生は，法律討論会の準備とグラ

ンプリ参加の準備を同時並行で進めていた。なお，

討論会リーダーを務めた学生も，前年度，「社会人

法律学教育における法律討論会の効用と社会人基礎力の関係
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基礎力グランプリ２０１０ 北海道・東北予選大会」

に参加した。
４１a足立個人の課題として，法律討論会において「授

業が役に立たなかった」という学生の指摘（アン

ケート結果）については，重く受け止めなければ

ならないと考えている。自らの講義のあり方を再

点検する必要がある。
４２ 正規の試合時間よりも短く終了する形になってし

まった点，特に不満を抱いたようである。もっと

も，長屋ゼミ側の準備不足により，討論の場面に

おいて噛み合った議論を展開できなかったことが，

時間の短縮となった一因であることは否定できな

い。とはいえ，正規の時間を確保することは，学

生に対して十分に議論を尽くす機会を提供すると

いう意味においては必要であると思われる。
４３ この点，３年生は夏にも企業へのインターンシッ

プの参加等があるため，時期の設定はなかなか難

しい。２年生での法律討論会実施も，検討の余地

がある。

北 星 論 集（経） 第５２巻 第１号（通巻第６２号）
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